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議  題  議案第７号 伊勢原市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営 

            に関する基準等を定める条例の制定について 

結  果  可 決 

 

午後１時３０分  開会 

 

○委員長【山田昌紀議員】  ただいまから、教育福祉常任委員会を開会いたし

ます。 

 これより、本委員会に付託されました案件の審査に入ります。 

 会議は、配付してあります次第により進行いたします。 

 ここで、執行者側から宍戸副市長にご出席いただいておりますので、ご挨拶を

お願いいたします。 

○副市長【宍戸晴一】  一言ご挨拶を申し上げます。 

 本日ご審査をいただきますのは、伊勢原市指定居宅介護支援等の基準条例の新

規設定１議案と、それから、伊勢原市介護保険条例の一部改正など一部改正議案

が３件でございます。先般の本会議におきます議案審議の際に総括的なご審議を

いただいているところでございますが、本日は当委員会におきまして細部にわた

るご審査をいただきまして、ぜひ各議案へのご理解を賜りますようお願い申し上

げまして、ご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○委員長【山田昌紀議員】  ありがとうございました。 

 それでは、「議案第７号、伊勢原市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営

に関する基準等を定める条例の制定について」を議題といたします。 

 本案については、本会議の際に細部にわたって説明がされていますので、直ち

に質疑に入ります。なお、発言の際は挙手をして、委員長の許可を得てからお願

いいたします。また、発言は簡潔明瞭に、質疑項目が多い場合には３項目程度に

区切ってお願いいたします。 

○委員【大山学議員】  それでは、議案第７号について幾つか質問いたします。

本議案は、条例改正は、ケアマネジャーのいる事業所に関する条例の制定だとい

うことですけれども、まず１点目として、伊勢原市におけるケアマネジャーの数

をお伺いします。 

 ２点目として、第５条２項に、主任介護専門員でなければならないとしていま

すが、理由と、主任介護専門員になるにはどのような方法があるのかということ

を質問いたします。 

 以上です。 

○介護高齢課長【山内温子】  それでは、１つ目のケアマネジャーは市内に何

人いるのかというご質問ですけれども、市内のケアマネジャーの資格を有する者

全ての人数を把握することは難しいのですが、現在、いせはら介護支援専門員協

会というのがございまして、そこに登録されているケアマネジャーは１６０人程

度と伺っております。 
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 ２つ目の第５条第２項の事業者の管理者の要件としての主任介護支援専門員に

ついてですが、管理者の要件が、今までの介護支援専門員から主任介護支援専門

員とされた理由につきましては、居宅介護支援事業所の管理者は、従業員への適

切な助言や人材の育成も業務の一つとなっていますので、サービスの質の確保等

を図るため、業務経験を積んだ主任介護支援専門員に限定されたものです。主任

介護支援専門員になるためには、実務経験が５年以上で、県が実施する７０時間

の主任介護支援専門員研修の受講が必要になります。なお、この規定については、

附則第２条において、３年間の経過措置が設けられております。 

 以上になります。 

○委員【大山学議員】  ３年間の経過が設けられているということですけれど

も、じゃ、その３年間の間は主任介護専門員になるための講習等を受けに行くた

めに猶予の期間があって、その施設に関しては主任介護専門員が、とりあえずは

不在でも大丈夫だということですか。確認いたします。 

○介護高齢課係長【石井裕】  今、大山委員のおっしゃったとおり、３年間の

間は、今までどおり主任ケアマネジャーじゃなくて、研修と経験を積んでいない

ケアマネジャーで業務を行っても構いませんと、３年の間に準備しなさいよとい

う趣旨になります。 

 以上でございます。 

○委員【大山学議員】  了解いたしました。 

 主任介護専門員になるために、施設と、それから取りにいく人員がかなり負担

になるところですけれども、市はそのサポートは余り考えていなくて、各事業所、

または個人で取りに行きなさいよというスタンスでよろしいのか、１点確認いた

します。 

○介護高齢課係長【石井裕】  まず、資格を取るための支援については、特に

市では、現在のところ行っておりません。資格を取った後、人材育成という視点

では、いせはら介護支援専門員協会、先ほど課長から説明がありましたけれども、

こちらで定例会、勉強会等をやっております。そこに市が出向きまして、制度改

正の内容とか、そちらのほうを講習会という形で説明に行ったり、そういう支援

は行っております。 

 以上です。（「結構です」の声あり） 

○委員【宮脇俊彦議員】  私も７号について質問いたします。第３条について、

まず３点、最初のところに、利用者が可能な限り、居宅において自立した日常生

活を営むと書いてありますが、これは、市が推進するということは、介護保険発

足時には社会で見ていくと言っていたのが、理念の転換を、市としても示す形に

ということなのかどうか。 

 あと、第３条第３項、不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければ

ならないと書いていますけれども、これはどういうことを意味するのか。 

 第３条第４項に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律に規定する指定特定相談支援事業者等との連携とはどういうことなのか。 
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 第４条第１項、事業所の介護支援員を利用者の数が３５に満たないとき１名配

置、３５以上につき１名配置とはどういうことなのか。 

 以上、伺います。 

○介護高齢課長【山内温子】  それでは、１つ目の第３条第１項についてです

が、在宅介護の重視という介護保険制度の基本理念を実現するため、指定居宅介

護支援の事業を行うに当たっての重要な基本方針として、利用者自身の立場に立

ち、常に、まずその居宅において日常生活を営むことができるように支援できる

かどうかという視点から検討を行って、支援を行うべきことを定めたものとなっ

ておりまして、国の基準どおりの条文としております。 

 ２つ目の第３条第３項のことですが、利用者の意思、人格を尊重し、常に利用

者の立場に立って、サービスが特定の種類や事業者に不当に偏ることのないよう、

公正中立であることを定めたものとなっております。 

 ３つ目の第３条第４項は、障害福祉サービスを利用されていた障害者が６５歳

になられて、介護保険サービスを利用する場合において、今までかかわってきた

障害福祉施策の相談支援専門員が、自分が得た必要な情報を担当のケアマネジャ

ーに情報提供して、両者が情報を共有しながら、サービス利用者の混乱を極力招

かないように、介護保険サービスを提供できるよう配慮することを定めたことと

想定しております。 

 次、第４条第２項のところですが、常勤のケアマネジャーの配置は、利用者数

３５人に対して１人を基準としていて、さらに利用者数が３５人またはその端数

３５人未満の人数がふえるごとに１人、ケアマネジャーを増員することを定めて

おります。 

 以上になります。 

○委員【宮脇俊彦議員】  今の２番目のところですけれども、例えば、歩行が

厳しい方がいられたときは、車椅子だとか、そこに中心に対応がとられると思う

んですよ。そういうのは、別に偏しているということじゃないんですね。（「じ

ゃない」との声あり）じゃないんですね。それだけ確認したかったということと、

３番目の、６５歳から、障害者も一緒に介護の施設で見る形を想定していると思

うんですけれども、この中には介護保険優先適用原則がありますから、障害者に

本当に対応がきちっとできるのかというのが危惧されるので、その辺はどう考え

られているのかというのを追加で聞きたい。 

 あと、第５条第３項（２）「管理に支障がない場合に」とありますけれども、

これはどういうことなのかということです。 

 あと、第１５条（４）「以外の保健医療サービス又は」で続いて、「居宅サー

ビス計画上に位置付けるよう努めなければならない」となっています。これはど

ういうことを意味するのか。 

 もう１点、１５条（６）「利用者が自立した日常生活を営むことができるよう

に支援する上で解決すべき課題を提起しなければならない」とあります。これは

どういうふうな。 
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 以上です。伺います。 

○介護高齢課係長【石井裕】  今、宮脇委員からご質問いただきました第３条

第４項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための連携という形

で、現在、介護保険優先が原則とされて、どうなっていくのかというお話でござ

います。委員おっしゃるとおり、今、介護保険優先という形になっていますので、

必然的にどうしても６４歳までは障害者のサービスを使って、６５歳、第１号被

保険者になって、介護保険の対象になってくると介護保険サービスに移行しなけ

ればならないというところで、障害を持っている方についてはやはり環境が変わ

ることが一番よくないこともございまして、国のほうで、障害のホームヘルプと

通所介護につきましては、介護保険とサービス的には同じような内容ということ

もございまして、今回、介護保険サービスが新たに通所介護、ホームヘルプにつ

いて共生型サービスを位置づける形にしております。その中で、ケアマネジャー

においては、そのサービスをつながなければいけませんので、相談支援専門員と

連携を図っていきなさいという趣旨になっております。 

○介護高齢課長【山内温子】  最初にご質問のありました、足の状態に不都合

があって、車椅子しか利用できないことが、不当に偏することに当たるのかとい

うことに関しては、不当に偏することに当たらないと考えております。ケアマネ

ジャーが利用者と相談の上、どういった介護サービスが必要なのかを検討した上

で、車椅子という判断なのであれば、それは不当に偏しているとは考えられない

と思われます。 

 続きまして、３つ目にご質問いただきました第５条第３項第２号の管理業務に

ついてですが、これは、従業者の管理、利用者の申し込みに関する調整、業務の

実施状況の把握、人材の確保、育成、事業所の経営、これが、事業者が行う管理

者の管理業務に当たると考えており、これらの業務が行えているのであれば、管

理に支障がない場合と考えられると思っています。 

 次に、第１５条第４号につきましては、居宅サービス計画は、利用者の日常生

活全般を支援する観点に立って作成されることが重要です。このため、居宅サー

ビス計画の作成または変更に当たっては、利用者の希望や課題分析の結果に基づ

いて、介護給付等対象サービス以外の保健医療サービスや、市が一般施策として

行うサービスや、地域住民による自発的な活動サービス等を居宅サービス計画に

位置づけることによって、総合的な計画となるよう努めることを規定しています。 

 次に、第１５条第６号について、居宅サービス計画は、個々の利用者の特性に

応じて作成されることが重要です。このため、介護支援専門員、ケアマネジャー

は、居宅サービス計画の作成に先立ちまして、利用者の課題分析を行うことにな

ります。課題分析とは、利用者の有する日常生活上の能力や、利用者が既に提供

を受けている指定居宅サービスや、介護者の状況等の利用者を取り巻く環境等の

評価を通じて、利用者が生活の質を向上させていく上で生じている問題点を明ら

かにして、利用者が自立した日常生活を行うことができるように支援する上で解

決すべき課題を把握するということでして、利用者の生活全般について、その状
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態を十分把握することが重要であるということを定めたと考えています。 

 以上です。 

○委員【宮脇俊彦議員】  今、答えの中で２点だけ伺いたいんですけれども、

第１５条（４）、今言った保健医療サービスというのが、居宅サービス計画上に

位置付けなければならないことになるから、これは必然的に介護も医療と一体化

を進めることにつながるんじゃないかということ。 

 それから、第１５条（６）は、「自立した日常生活を営むことができるように

支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない」ということだから、介

護って、必ずしもみんなが改善するというのじゃなくて、現状維持でも、高齢者

だから、それでもちゃんといいと位置付けるべきじゃないかと思うんですけれど

も、こういう提起しなければならないというと、何か介護というのは改善という

ふうに、目的が一面化されないか。国はそういうふうに、改善したところにはお

金を出しますと言っているから、一面化される危険性があるんじゃないか。その

ことについてはどう思っているか、聞きたい。 

 あと３点だけ。介護専門員というのは、大体平均、さっき３５人とありました

けれども、結構な、これを見たらボリュームを持っているから、どれぐらいとい

うのを想定しているのかということを聞きたかった。 

 第１５条（２０）で、これは、何のために届け出が必要なのか。 

 最後に、第２９条の事故が発生した場合となっていますけれども、事故という

のはどういうことを定義して事故と言うのか。 

 以上。 

○介護高齢課長【山内温子】  １つ目のご質問の第１５条第４号の保健医療サ

ービスについては、医療と介護の連携を推進していくことではないかというお尋

ねだったと思うんですけれども、保健医療と介護は、連携は今後推進していく事

業の一つだと思っています。また、ケアプラン上に位置づける保健医療サービス

としては、通院等の日程などもケアプランに位置づけておくことで、無駄なサー

ビスの提供が入らなかったりとか、そういったところのサービスと医療の受診の

状況等もちゃんとサービスの中に位置づけなさいといった意味合いであると、具

体的には考えています。 

 ３つ目の介護支援専門員は１人何人の利用を担当すると想定しているのかとい

うご質問だったんですけれども、介護支援専門員１人当たりの担当する利用者数

については、４０人までと想定しています。４０人の根拠としましては、４０人

を超えてしまうと、きめ細やかなケアマネジメントができないという趣旨から、

サービス介護の報酬が減額されてしまうことがありますので、そういうことから

４０人までがいいところなのかなと考えています。 

 次に、第１５条第２０号についてです。訪問回数のケアプランについては、サ

ービス過剰となって、利用者の自立支援、重度化防止の妨げになることを懸念し

て、保険者である市町村に届け出をしてもらい、ケアプラン内容の確認を行うた

め、届け出が必要となったものと理解しています。 
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 次に、第２９条の事故の定義については、伊勢原市介護事業者における事故発

生時の報告取扱要領がございまして、そこで事故の種類を定めています。具体的

には、サービスの提供による利用者のけが、または死亡事故の発生、食中毒、感

染症及び結核の発生、職員の法令違反、不祥事等の発生などになります。居宅介

護支援の場合、自転車で利用者宅を訪問する際に、かばんをひったくられた等に

よる個人情報の流出事故が多く見受けられるとの説明が、県からありました。

（「あと第１５条（６）」「自立について」の声あり） 

○介護高齢課係長【石井裕】  第１５条（６）、課題を提起しなければならな

いということで、当然、最良のケアプランを立てるには、その人が抱えている体

の状態とか家族の状況、問題、環境とか、この辺について、当然アセスメントを

しっかりしないと、しっかりしたケアプランができませんので。何かしら必ず課

題は持っていると思います。その課題についてしっかり把握して、ケアプランに

反映させなさいよという趣旨になるかと思われます。（「はい、了解」の声あ

り） 

○委員【土山由美子議員】  居宅介護支援事業所について、お伺いいたします。

居宅介護支援事業所は、９割が介護施設に併設されたものであり、独立して運営

しているのは全体の１割ぐらい。全国的にですね。９割と１割ぐらいの割合であ

ると指摘されていますけれども、伊勢原市の事情はどうなっているのかというこ

とを、まず１点お聞きいたします。 

 それから、第１４条第２項、先ほども出ましたけれども、訪問介護で回数が多

い場合にはという回数ですけれども、具体的には何回という基準があるのかどう

か、お聞きいたします。 

 この２つお願いいたします。 

○介護高齢課長【山内温子】  １つ目の併設と独立に関しては、今の段階で把

握しておりませんので、この場で資料がないもので、あれば、お答えできるんで

すけれども。 

 国からの資料になるんですけれども、通常のケアプランよりかけ離れた回数の

訪問介護という規定になっておりまして、全国平均、利用回数プラス２標準偏差

を基準として、平成３０年４月に国が定めると情報が来ておりますので、また詳

細がわかり次第、お答えしたいと思います。 

 以上になります。 

○委員【相馬欣行議員】  私からも３点確認させていただければと思います。 

 まず、記録の保存年数について、不適当な支給を受けた場合の返還請求消滅時

効に合わせ、現在５年と基準を定めていますけれども、市内において、今までそ

のような事例があったのかどうかを確認させてもらいます。 

 それから、先ほどちょっと出たんですけれども、基本方針について、国も在宅

介護にシフトしようとしていますが、実際に対応する地方行政は大変多くの課題

を抱えることになると考えます。第３条第１項から第４項までに、これらを達成

する旨において、当市の課題についてお伺いします。 
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 まず２点お願いします。 

○介護高齢課長【山内温子】  １つ目の保存年限５年を基準としている、不当

な事例があったのかということなんですけれども、市内の居宅介護支援事業にお

いては、５年間遡求して返還請求がなされたケースはありませんが、ほかの介護

保険サービスにおいて、運営基準違反により、５年まではしませんが、２年以上

遡求して返還請求を行ったケースが１件ございます。 

 次に、第３条第１項から第４項を達成する旨においての当市の課題というご質

問ですが、第３条の基本方針については、自立支援と重度化防止、利用者本位に

よるサービスの選択、サービスの公正中立な提供、サービス提供事業者と連携に

努めることなど、在宅介護の重視という介護保険制度の基本理念を実現するため

に、居宅介護支援事業者の重要な基本方針を定めたものです。この基本方針を達

成するための課題としては、ケアマネジャーが作成するケアプランの質の向上を

図り、利用者にとって適正かつ効果的な介護保険サービスの利用につなげていく

ことが課題であると考えています。この課題に対応するため、平成３０年度から

市内の居宅介護支援事業所のケアマネジャーを対象にケアプラン点検を実施しま

す。この点検は、市内の居宅介護支援事業所のケアマネジャーから個別のケアプ

ランを提出してもらい、ケアマネジメントのプロセスを踏まえた、自立支援に資

する、根拠の明らかなケアプランとなっているかどうかを、ケアマネジャー自身

と市が一緒に点検することで、ケアマネジメントの資質の向上を図るものと考え

ています。 

 以上です。 

○委員【相馬欣行議員】  ありがとうございます。 

 ケアマネの全件実施について、先ほど登録者は１６０人いるという話だったん

ですが、全員がつくっているかどうかというのは、それは違うとは思うんですけ

れども、今の話で点検については、基本的にケアマネが全部つくっているもの全

てに対し点検するということでいいのかどうか、確認させてください。 

 それともう１つ、超高齢化社会の到来により、介護を必要とする人の増加傾向

に歯どめがかかっていない現在、サービス実施の向上はむろんですが、事業運営

においても頑張っていただく必要があると考えます。各施設から、国の制度の支

援の成果に対する懸念の声も、実は聞き及んでいるところですが、その辺の実態

についてどう捉えているのか、お伺いできればと思います。 

○介護高齢課係長【石井裕】  まず、１点目のケアプラン点検の関係でござい

ます。先ほど１６０名程度、ケアマネ協会に登録されていますよというお話をさ

せていただきました。この１６０人に対してケアプラン点検を実施という形が理

想なんですけれども、なかなかそうはいかないこともございまして、平成３０年

度は初年度なんですけれども、継続してやっていきたいと、今、考えております。

初年度は、それがよいのかどうかを検証していかなければいけないこともござい

ますので、事業所を絞ってやっていきたいと考えております。 

 以上です。 
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○介護高齢課長【山内温子】  次に、２点目のご質問です。第７期介護保険計

画を作成するに当たって、市内の介護保険サービス事業者の実態を把握するため、

平成２９年６月に市内全ての法人、事業者の法人ですね、にアンケート調査を実

施いたしました。その中で、事業を運営していく上での課題として、専門職の確

保や人材育成と回答している事業者が多く、また、事業を運営していく上で行政

に対する期待する支援については、ケアマネジャーやサービス事業者の技術の向

上と回答している事業所が多い結果となりました。市としては、専門職の確保に

関しては、ヘルパー養成に関する研修会への講師派遣等の支援を行っていきたい

と考えています。また、ケアマネジャーの技術の向上に関しましては、平成３０

年度から実施するケアプラン点検において、またサービス事業所の技術の向上に

ついては、引き続き集団指導や実地指導において技術向上への支援を図っていき

たいと考えております。 

 以上です。（「了解」の声あり） 

○委員【斉藤裕樹議員】  指定居宅介護支援事業所について伺います。市内で

２１事業所ということですが、今後、市で監督権限として実地指導を行うことに

なると思いますが、その実地指導をどう行っていくのか、伺います。 

○介護高齢課長【山内温子】  実地指導の頻度につきましては、平成１８年の

介護保険法の改正により、事業所の指定の効力に有効期間を６年とすることが規

定されております。この指定更新の制度が、サービスの質の確保を目的として、

介護サービス事業者が人員、設備、運営上の基準を遵守して、適切な介護サービ

スを提供しているかを定期的に確認することを目的としております。県から権限

移譲に伴う事務の引き継ぎをまだ受けておりませんので、詳細は不明ですけれど

も、１年間に３から４事業所について実地指導を行わせていただいて、６年間の

有効期間内には全事業所に対して実地指導を行うことを想定しております。 

 以上です。 

○委員【斉藤裕樹議員】  ありがとうございます。 

 次に、条文について３点伺います。１点目ですが、第７条の「指定居宅介護支

援事業所は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならない」とあ

ります。正当な理由とは、どういうことなのか。 

 それから、第１５条第９号、「やむを得ない理由」とありますが、それはどう

いうことなのか。 

 それから、同条第１５号、「特段の事情のない限り」とありますが、これはど

ういうことなのか。 

 ３点伺います。 

○介護高齢課長【山内温子】  それでは、質問にお答えさせていただきます。 

 まず１点目、第７条の正当な理由なくサービス提供を拒んではならないの正当

な理由としては、事業所のケアマネジャーが既に多くの利用者を担当しており、

対応が難しい場合、また、利用者の居住地が、事業所が運営規定で定めているサ

ービス実施地域以外の場合、また、利用者がほかの指定居宅介護支援事業所にも



 9 

 

 

あわせてケアプランの依頼を行っている場合などになります。 

 次に、第１５条第９号のサービス担当者会議を開催しない場合のやむを得ない

理由につきましては、サービス担当者会議を開催するための日程調整を行ったも

のの、構成員であるサービス提供担当者の事情によって、会議への参加が得られ

なかった場合、また、ケアプランの変更であって、利用者の状態に大きな変化が

見られないなど、ケアプランの軽微な変更の場合などが想定されています。 

 最後に、第１５条第１５号に規定する、月１回の居宅訪問とモニタリングに関

する特段の事情とは、利用者の事情によって、利用者の居宅を訪問し、利用者に

面接することができない場合を指すものでして、介護支援専門員、ケアマネジャ

ーに起因する事情は含まれないこととなっております。 

 以上です。（「了解」の声あり） 

○委員【中山真由美議員】  それでは、市外の指定居宅介護支援事業所を利用

する場合、地域包括支援センターや直接利用したい事業所に相談する手続になる

とのことですが、本市では他市の指定居宅介護支援事業所について、地域包括支

援センターと情報共有しているのかを、まず１点伺います。 

○介護高齢課長【山内温子】  神奈川県内の指定居宅介護支援事業を初めとし

た介護保険各サービス事業所及び地域包括支援センターの住所や連絡先、利用定

員や事業所の空き状況の情報などについては、公益法人かながわ福祉サービス振

興会が開設するホームページにて確認することができますので、特に情報共有は

行っておりません。 

 以上です。 

○委員【中山真由美議員】  それでは、その福祉サービスセンターでホームペ

ージに記載されているので、そこから情報共有するということで確認できました。 

 次は、現在、指定居宅介護支援事業所の利用者数を、市では把握していないと

いうことですが、その理由と、今後は利用者数を把握していくのかを伺います。 

○介護高齢課長【山内温子】  市内の指定居宅介護支援の利用者数については、

事業所から市へ報告することは義務づけがされていませんので、現状では把握す

ることは難しいと考えております。現状、市内外の事業所に保険給付実績から利

用状況については把握している状況になります。 

 以上です。 

○委員【中山真由美議員】  それでは、今後、指定居宅介護支援事業所がふえ

る予定があるのか、伺います。 

○介護高齢課長【山内温子】  現在のところ、指定居宅介護支援事業所からの

新規開設の相談はありません。また、市内介護保険サービス事業所に実施したア

ンケートにおいても、居宅介護支援事業所が不足しているという意見はありませ

んでした。（「了解」の声あり） 

○委員長【山田昌紀議員】  ほかに質疑ありませんか。（「なし」の声あり）

なしと認めて、質疑を終結いたします。 

 それでは、本案についての意見等をお願いいたします。 
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○委員【斉藤裕樹議員】  議案第７号について、意見を述べます。 

 指定居宅介護支援事業者の指定権限が都道府県から市町村に移譲されることに

伴って制定される本条例は、市がみずからの判断と責任によって定めることにな

ります。高齢者の生活の質の維持、向上をめざす観点から、市の実情に照らし、

介護支援専門員へのより充実した支援を行うことをお願いいたしまして、賛成の

意見といたします。 

○委員【宮脇俊彦議員】  では、議案第７号、指定居宅介護支援等の人員、運

営基準条例について、意見を述べさせていただきます。 

 この条例の制定は、最初の提案理由にあるとおり、医療及び介護の総合的な確

保を進めようとする国の方針に沿ったものです。第１６条に示されているように、

介護が病院の療養病床削減の受け皿となる危険性があります。また、介護度改善

に対して、国が財政支援を行うことにより、介護の目的が改善一面化される危険

性もはらんでいます。こうした方向性を持った国の方針に、市町村や介護事業所

を誘導し、結果として医療費削減に仕向けていく、こういった危険性を持った条

例になっていると思います。よって、議案第７号、指定居宅介護支援等の人員、

運営基準条例には反対いたします。 

 以上です。 

○委員【土山由美子議員】  「議案第７号、伊勢原市指定居宅介護支援等の事

業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定について」、意見を申し上

げます。 

 伊勢原市第７期介護保険事業計画である、平成３０年度から３２年度におきま

しては、高齢人口は５万９７８１人から６万６９９人へ、９１８人の増加の見込

みが記されています。そのうち要支援１から要介護５までの認定者は４０４２人

から４２８０人、２３８人の増加です。平成２７年度から２９年度までの認定者

の増加８４人に比べて３倍近くの増加が予測されています。 

 第１章では、高齢化社会が進む中、要介護状態となっても、可能な限り住みな

れた自宅での生活を維持するために必要な医療から福祉までの多様なサービスが

提供されるよう、指定居宅介護支援事業者は介護支援専門員を置き、利用者とそ

の家族に対して計画を作成するなどの対応に当たることが示されています。指定

居宅介護支援事業は、利用者に提供されるサービスが特定のサービス事業者に偏

ることがないよう、公平中立に行わなければならないとしています。しかし、居

宅介護支援事業所は９割が介護施設を併設した併設型であり、独立して運営して

いる独立型の事業所は１割であり、特定の業者に偏りがちであることが指摘され

ています。 

 第２章におきましては、人員に関する基準では、従業者の員数について、居宅

介護支援事業者は、事業所ごとに常勤の介護支援専門員を１以上置かなければな

らないとしています。地域の中で、地域をよく知るＮＰＯ法人等による小規模の

事業者にとっては、常勤を置くことが高いハードルになっているケースがあるよ

うです。サービスの提供では、大型施設や小規模まで選択肢が豊富であることは、
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利用者にとって重要であると考えます。 

 第３章の運営に関する基準では、第１５条（２０）で、訪問介護について、回

数が多い場合には市町村に届けることで、抑制的な意図を感じます。施設入所に

至らないで在宅生活を継続できることは、介護給付の抑制にもつながることです。

介護認定者にとっては、日々のきめ細やかな支援で重篤化を防止できていること

を軽視すべきではないと考えます。 

 賛成です。 

○委員【相馬欣行議員】  先ほどの質疑、それから、議場での質疑を考えても、

これから高齢化に伴い介護事務はますます大きくなっていく。今回、県から市に

移譲されたところで考えれば、市としてもこれからさらにきめ細かな活動を展開

する。それも、第一歩なんだと思います。これでよしという話では当然ありませ

んので、これを契機として、さらに環境変化によって大きく変わる介護事務とか、

高齢者に伴う医療、そんなところを含めて、これから進めていかなければいけな

いとなれば、この辺を中心として、さらに改善しながら進めていくことが大切な

のではないかなと思いますので、ぜひその方向で引き続きご努力をいただければ

ということで、賛成の意見とさせていただきます。 

○委員【大山学議員】  私も、議案第７号について、賛成の意見といたします。 

 今、高齢化社会を迎える中に当たって、今まで日本の社会を支えていただいて

きた高齢者をどのように介護して、幸福に暮らしていくかというのは、これから

の日本の喫緊の課題となっております。今回、条例改正に伴って、介護のシステ

ムの強化のためということで取り組んでおりますけれども、介護に関しては、こ

れでよいというゴールが見えないのが実情なので、これを一つのステップとして、

また、よりよい制度を構築していきながら、介護、いかに市民福祉に役立つよう

な条例にしていきたいと思っておりますので、本条例に対して賛成の意見といた

します。 

 以上です。 

○委員【中山真由美議員】  それでは、議案第７号について、私の意見を述べ

させていただきます。 

 本条例の制定は、介護保険法の一部改正により、本市における指定居宅介護支

援等の事業の人員及び運営に関する基準等を条例で定める必要が生じたためであ

ります。介護保険は、住みなれた地域で自立した生活ができるように、必要なサ

ービス等を総合的に利用できる社会保障制度であります。介護保険法の一部改正

により、市が指定居宅介護支援事業に直接かかわることで、医療と介護の連携を

し、サービス利用者へ、さらに適切なケアプランを提案、提供して、より適正な

運営になる条例の制定が必要と考えます。また、指定居宅介護支援事業所の皆様

にも丁寧な説明が必要と考えます。急速な高齢化や核家族化により、高齢者のみ

の世帯もふえております。介護保険サービスを利用する皆様の立場に立った、き

め細やかな事業を行っていかれることを期待して、本議案に対して賛成といたし

ます。 
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○委員長【山田昌紀議員】  ほかに発言ありませんか。（「なし」の声あり）

なしと認めます。 

 これより採決いたします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙

手を求めます。 

 

          〔挙手多数〕 

 

○委員長【山田昌紀議員】  挙手多数。よって、本案は原案のとおり可決決定

いたしました。 
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議  題  議案第１４号 伊勢原市介護保険条例の一部を改正する条例につ 

             いて 

結  果  可 決 

 

○委員長【山田昌紀議員】  次に、「議案第１４号、伊勢原市介護保険条例の

一部を改正する条例について」を議題といたします。 

 本案についても、本会議の際、細部にわたって説明がされておりますので、直

ちに質疑に入ります。 

○委員【大山学議員】  それでは、議案第１４号について、影響額について何

点か質問いたします。 

 第７期計画において、６５歳以上の第１号被保険者の増加する見込みと、本会

議の中で答弁ありましたけれども、まず、その影響額について。 

 それから、負担率が２２％から、第７期計画で２３％と１％増加したことによ

る影響額について。 

 それから、介護報酬改定において、０．５４％プラス改定に伴う保険給付額が

増加していると思いますが、それに対する影響額。 

 それから、消費税が８％から１０％と２％増税が予定されております。それに

伴って給付費が増加すると予想されますが、その影響額についてお伺いいたしま

す。 

 以上です。 

○介護高齢課長【山内温子】  それでは、まず、１点目、介護等認定者数の増

によるもので、第６期計画より７％、８１７人増の１万２４９３人を見込んでお

りまして、これに伴って保険給付費約１３億円増となることから、このうちの 

２３％は第１号被保険者の負担分で、約３億円増と考えております。 

 ２点目の第１号被保険者の負担率は２２％から２３％となり、１ポイント増に

伴う影響額としましては約２億１０００万円増。 

 次に、介護報酬の改定に伴うもので、報酬改定率０．５４％に伴い、保険給付

費が約１億円増となることから、そのうちの２３％が第１号被保険者の負担分で、

ご質問に対するお答えとしては、約２３００万円増。 

 最後に、消費税増税に伴う第１号被保険者の負担分としては約５０００万円増

と考えております。 

 以上です。 

○委員【大山学議員】  かなりの増加額、影響額と理解いたしました。 

 第７期計画における保険料が本市においては減額になっております。減額要因

については、本会議の中でも説明されておりますが、財政調整交付金の算定方法

見直しに伴う交付率の増加と説明されております。それに対する詳しい説明と影

響額についてのご説明をよろしくお願いいたします。 

○介護高齢課長【山内温子】  財政調整交付金については、平成３０年度以降、

特に年齢層が高い高齢者の分布を反映した、きめ細やかなものに見直しがされて
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います。交付基準における年齢区分が、今までは２区分、６５歳から７４歳、そ

れから７５歳以上でしたが、今年度からは、次期計画においては、６５歳から 

７４歳まで、７５歳から８４歳まで、８５歳以上と３区分に細分化されまして、

年齢層が高い高齢者が多いほど交付金額が多く交付されるようになりました。本

市の高齢者の状況に基づき、財政調整交付金額が増額交付となりました。なお、

特例がございまして、第７期の計画期間の算定では、激変緩和措置としまして、

２区分と３区分を２分の１ずつ組み合わせた算出方法により財政調整交付金が算

定されると定められております。したがいまして、影響額につきましては、第７

期計画の交付給付費を、第６期計画の交付割合で算出した場合は、３年間で１億

９５０１万円になりますが、変更後の交付割合で算定しますと、３年間で４億７

８８６万円になります。第６期計画期間より２億８３８５万円増額になると予測

しております。 

 以上です。 

○委員【大山学議員】  増額はわかりました。 

 本来、国において交付額ということで、平成３０年度、３１年度、３２年度と

増加していると思いますけれども、それに対する交付額のパーセンテージをお願

いすることと、私が調べた限りでは、本来は５％の交付率ということで伺ってお

りますが、現在はそれに達していないと理解しておりますけれども、本則の５％

にする働きかけがぜひとも必要かと思いますが、これに対する要望とか、どのよ

うな取り組みを、市がされているのかということをお伺いいたします。 

 ２点目として、施設整備に関してですけれども、地域包括支援センターを１カ

所、それから、介護老人保健施設を１カ所ふやすと説明されておりますけれども、

その理由についてをお伺いいたします。 

 以上です。 

○介護高齢課係長【石井裕】  私のほうから、まず１点目の財政調整交付金、

本来５％という形で定められているところを、実際には５％来てないというとこ

ろで、その分、第１号被保険者の保険料の負担がふえてしまうということでござ

います。こちらに関しましては、県の市長会を通じまして、毎年、要望を国に上

げております。 

 以上です。 

○介護高齢課長【山内温子】  施設整備についての理由についてお答えします。 

 まず、地域包括支援センターの整備につきましては、成瀬地区及び大田地区を

圏域とする東部生活圏域を担当している東部包括支援センターにおける第１号被

保険者数が、平成１８年度の設置時点では５２００人でしたが、現在９３００人

余りになっておりまして、国が示す目安、１つの地域包括支援センターが担当す

る区域における第１号被保険者数をおおむね３０００人から６０００人に１つの

１．５倍となっていることから、東部生活圏域に新たに地域包括支援センターを

１カ所増設し、２カ所とするものとなっています。 

 介護老人保健施設につきましては、現在、市内において２つ施設がございます。
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定員１７５名分が整備されておりますが、過去の月平均の利用実績は、平成２７

年度が１９８人、２８年度が２００人、２９年度の見込みが２１３人となってお

り、定員数を上回る高い利用実績となっています。今後も医療病床の再編におけ

る介護サービスの受け皿となることが見込まれ、需要はふえることも踏まえてお

りまして、第７期計画では１施設１００名分の整備を計画に計上したものになっ

ております。（「はい、結構です」の声あり） 

○委員【宮脇俊彦議員】  では、質問いたします。 

 議案第１４号について。今度の引き下げは、基金に平成２８年度４億２２００

万円たまっていてということですが、第６期介護保険料は高過ぎたと認識してい

るのかどうか。一覧表、介護保険からもいただいて、第６期、第７期は出ている

んですけれども、ずっと第１期からとってみますと、第５期は、県下１６市を見

ると、月額が一番高い４９７８円、第１期も３０００円で一番高いんです。今回

の第６期が５４５０円ということで、これは県下で３番目に高くなっていますが、

高過ぎたと認識しているかどうか。 

 それから２番目は、なぜこうした高過ぎとなったのか、原因はどう捉えている

のか。 

 それから３番目に、介護保険料と給付の予測をずっと経年で、平成２６年から

比べてみたんですけれども、保険料は２億円から３億円の間で、予想より取れて

いる。給付は２億円から４億円ぐらい、これは少なかったというのが、平成２６

年から２７年、２８年と、そういう状況が見られました。これは同じように機械

に入れて、今回と同じように、増額要因と減額要因を入れてやった結果だと思う

んですけれども、これについては、この差をどういうふうに考えているのか、伺

いたいと思います。 

 以上３点。 

○介護高齢課長【山内温子】  それでは、まず、第６期介護保険料は高過ぎだ

ったのではないかというご指摘つきましては、計画の最終年度である平成２９年

度における介護給付準備基金残高が５億８８００万円となったことから、高目の

設定になったと認識しております。 

 ２つ目に、高過ぎとなった原因についてですが、第６期計画では保険基準額を

月額５４５０円と設定しましたが、要介護認定者数の伸びが見込みを下回ったこ

とや、介護給付財政調整交付金の交付率が計画値より高く、第１号被保険者の持

ち出し分が少なくなったこと、また、地域密着型介護老人福祉施設、小規模多機

能型居宅介護の施設サービスが整備されなかったことにより、利用見込みが実績

と乖離したことから、実際の保険給付費が推計値より下回ったことによると考え

ております。 

 次に、介護保険料と給付額の予算と実績の差をどう認識しているのかというご

質問ですが、介護保険料と介護給付費の予算と実績の差の関係については、介護

給付費の計画値と実績値の差の乖離原因が是正されることにより、介護保険料を

安く設定することが可能になると考えております。 
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 以上です。 

○委員【宮脇俊彦議員】  同じようなソフトを使って、今回の月額５２００円

を出したと伺っておりますが、どちらかというと、それは執行する側からすると、

保険料はやっぱり低目に設定し、給付は高目にしたほうが、赤字になったら大変

だから、そういう面はありますけれども、やはり、その原因をもう少し追求する

ことが必要じゃないかと思います。それから、２０１７年度の保険料と、今、基

金は、私も５９００万円ぐらいになるのかなと思って、今、数字、出していただ

きましたけれども、これは保険料と給付費はどれぐらいを大体落ち着きどころと

見ていられるのか、数字を教えていただきたいと思います。 

 それから、先ほど保険料の増額要因と減額要因、金額も言っていただきました

ので、私も手書きで計算しました。増額要因は、要支援及び要介護認定者の増で

３億円ぐらい、それから、１号被保険者の負担増で２億１０００万円ぐらい、介

護の改定に伴うやつで１億円の２３％で２３００万円、消費税に伴う報酬の増が

５０００万とメモしたんですけれども。それから、減額要因は、財政調整交付金

の算定見直しによって１億９０００万円かな、それから、基金の活用が５億８８

００万円で大体７億８０００万円ぐらいと計算したんですが、そういうふうに考

えていていいかどうか。 

○介護高齢課長【山内温子】  今のご質問にお答えいたします。増額要因の影

響額は、トータルで５億８３００万円になります。そして、減額要因は、財政調

整交付金が２億８０００万円で、介護給付費準備基金の取り崩しが５億８８００

万円になりますので、減額要因の合計は約８億６８００万円の減となります。 

 以上です。 

○委員【宮脇俊彦議員】  要因はわかりました。それから、平成２９年の介護

保険料と、給付費がどれぐらいに大体見込んでいるかというのは聞きたい。基金

が出ているから、それを見込んだ数によって、基金が５億８８００万円というの

は出ているんじゃないかと思うんですけれども。 

○保健福祉部長【小林幹夫】  平成２９年度の基金の見込みについては、毎年

１２月議会で補正をさせていただいて、翌年の１２月ですね、そこで確定してい

ますので、まだ平成２９年度分については、現在の中には把握をしていません。

ただ、現状、３月ですけれども、まだ今後支払いもございますので、確定数字は、

今の段階ではお答えできない状況です。 

○委員【宮脇俊彦議員】  ありがとうございます。決算をずっと見ていくと、

さっき言った平成２６年、２７年、２８年それぞれ保険料は２億前後差が出てい

て、平成２９年も予算は１６億２０００万円ですけれども、この推定でいくと、

保険料と利用人数、被保険者を参考にやっていくと１６億円と、私は試算してみ

たんですけれども。それから、給付費も５８億６４００万円、２億円弱、給付費

も減るんじゃないか。この料金を設定したときに、第６期と、それから第７期が

出ていますけれども、これによると、第６期の見込額が、給付費と保険料の負担

が、これはもう予算も終わりになっていますから、少し数字が変わってくる可能
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性があるんじゃないかと思います。私はこれを表にしてみて、それぞれやってみ

たら、この数字が変わると、まず１つは、第７期の保険料も変わる可能性がある

んじゃないかと。それぞれ細かい積み重ねをやったのは、もとはここに出されて

いるので、私もこれはわかりましたけれども、先ほどお答えになった、介護の認

定者数が、この間、３８００人から３９００人弱で推移しているけれども、これ

は本当に４０００人を超す、ここで出ているように、８００人を超す、それから、

９００人近く、本当にふえるのか。これがふえると給付費がふえますから、そう

いうふうに、本当に言えるのかというのが、これではまだよく認定できないんじ

ゃないかということで、月額５０００円で試算してみても、これはいけるんじゃ

ないかという数字はもうお渡ししたから、ごらんになっているかと思うんですけ

れども、そういうふうには、このもとが、平成２９年の見込みが変わると、第７

期の数字も変わるということはないのか。その辺、伺いたいと思います。 

○介護高齢課長【山内温子】  介護保険料の設定につきましては、厚生労働省

から提供されるソフトウエアのワークシートを活用して、全国市町村同じような

計算方式で出すように設定しています。ワークシートは、平成２７年度及び２８

年度の実績値、そして２９年度の実績見込値をもとに、第７期の介護保険事業費

や第１号被保険者数等の推計から基準保険料額が算出される、そういうものとな

っております。したがいまして、介護保険料の収納必要額の変更ができないため、

その後の補正後は、第１号被保険者数で割り返しました基準保険料についても、

資料でお示ししました６万２３９９円で、月額５２００円として算出されていま

す。 

 以上です。 

○介護高齢課係長【石井裕】  先ほど認定者数の関係のお話がありまして、予

測がこんなに伸びるのか、それが給付費の引き上げにつながっているのではない

かというご指摘をいただきました。確かに直近で見ると認定率が下がってきてお

るんですけれども、人口推計の高齢者人口、要は７５歳以上の後期高齢者人口が、

平成３０年度以降伸びてくるという傾向がございます。かわりに６５歳、７４歳

までの前期高齢者がふえていかない。トータルでふえていく形になるんですけれ

ども。そちらで後期高齢者が今後ふえていくというところも加味しまして。当然

年齢が高くなるにつれて、介護はリスクが高くなってきますので、その辺も含め

て認定者数を設定しております。 

 以上です。 

○委員【宮脇俊彦議員】  最後になりますけれども、先ほど言ったように、平

成２９年度は、これは予測値にならざるを得ないのかもしれないけれども、そう

いう不十分さがあるということと、それから、こういう形態でやっていても、先

ほど料金の推移、これは同じように各市町村がやっていると思うんですけれども、

第５期、第６期で比べると、平塚市は伊勢原市より１カ月６００円ぐらい低い数

字になっております。今回は、市が出した数字だと５２７４円かな、７７円か、

そういう数字で出されていますけれども、ほとんど足りないけれども、この第５
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期、第６期はそれぞれ７０００円、年間ね、重い負担になっていたと思うんだけ

れども、さじかげん一つでやっぱり重い負担かかるかどうかということなので、

もう少し精度を上げてやる必要があるんじゃないかなと。そうしないと、結果と

して重い負担がかかっちゃうと思うんですけれども、その辺はどう考えられます

か。 

○保健福祉部長【小林幹夫】  介護保険料の設定に関しましては、各市町村に

よって、それぞれその計画期間内で施設を整備するであるとか、そういった部分

の状況がございますので、施設をつくれば、やはり給付費が伸びますから、その

分、保険料は高くなります。あと、６５歳以上の第１号被保険者の人口について

も、多いところは、その分で割り返しますので、１人当たりの金額は安くなると

思います。 

 以上です。 

○委員【相馬欣行議員】  確認だけさせていただければと思います。施設をど

う構築していくかというところになるんですけれども、要支援者と要介護認定者

の、この辺の推移がどうなるかによって、その先は大きく変わってくるのではな

いかなと思いますので、ここは第７期なんですけれども、第５期、第６期、第７

期で、３期の中の推移について、今、数字があるのであれば、教えていただけれ

ばというのと、消費増税に伴う今回の介護報酬が、平成３２年度２．４％と倍に

なっているんですが、その辺の理由についてお伺いできればと思います。 

○介護高齢課長【山内温子】  それでは、相馬委員のご質問にお答えいたしま

す。 

 第５期、第６期、第７期の要支援、要介護認定者数の推移です。第５期、平成

２４年度から２６年度までの３年間になりますが、平成２４年度は３３０９人で

す。平成２５年度は３５５８人で、２４９人、７．５％増。平成２６年度は３６

８２人で、１２４人、３．５％増。 

○委員【相馬欣行議員】  続き、もし持っているなら、後でコピーか何かで。

よろしいでしょうか。（「わかりました」の声あり）ここで全部聞くのもあれな

ので。資料のほうを、済みません。（「後ほど資料をお渡しさせていただきま

す」の声あり） 

○介護高齢課長【山内温子】  続きまして、消費税の増税に伴う影響額につき

ましては、厚生労働省から事務連絡が発出されておりまして、この事務連絡に基

づいて見込んでおります。もしよろしければ、こちらの事務連絡を、後ほど資料

提供させていただいてもよろしければ。（「わかりました」の声あり）よろしい

でしょうか。（「了解」の声あり） 

○委員【斉藤裕樹議員】  私からも、介護保険給付費について伺います。計画

値と実績値に乖離があったということでしたが、県下各市の介護保険給付費の状

況を教えてください。 

○介護高齢課長【山内温子】  県下各市の状況としましては、介護保険給付費

は本市と同様に増加傾向にありまして、その伸び率は、各保険者の年齢構成、介
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護度、認定率などにより異なりますが、県下各市の前年度平均伸び率では、平成

２５年度は６．８％、平成２６年度５．９％、平成２７年度３．９％、平成２８

年度は２．１％といった状況になっています。本市と県下１９市の介護保険給付

費の平均伸び率の比較では、平成２５年度では県平均をプラス０．７ポイント上

回っていましたが、平成２６年度は県平均よりもマイナス１．４ポイント、平成

２７年度マイナス１．４ポイント、平成２８年度はマイナス０．３ポイントにな

っておりまして、平成２６年度以降の介護保険給付費の伸び率は、県平均を下回

っている状況です。介護保険給付費の伸び率が減少している要因については、全

体的に減少傾向にあることから、平成２７年度の制度改正の影響によると考えて

おります。 

 以上です。 

○委員【斉藤裕樹議員】  ありがとうございました。今後を見据えますと、介

護保険給付費の上昇の抑制を図ることが重要だと考えます。第７期計画で介護予

防事業をどう進めていくのか、伺います。 

○介護高齢課長【山内温子】  第７期計画におきます介護予防事業につきまし

ては、引き続き介護予防の通いの場の充実のほか、介護予防ケアマネジメント力

の向上をめざします。また、介護予防の推進に当たっては、高齢者の心身機能を

高めることのみをめざすのではなく、高齢者が地域の中で生きがいを持って生活

できるような居場所や役割づくりなどの充実をめざしたいと考えています。第６

期計画との変更点については、通いの場について、地域リハビリテーション活動

支援事業として、ミニデイ、ミニサロン等の住民運営の通いの場にリハビリテー

ション専門職等が関与することで、運動方法の指導などを行いまして、要介護状

態になっても、参加し続けることができる介護の場を地域に展開することができ

るように支援したいと考えております。また、各地域包括支援センターが開催し

ます地域ケア会議に、リハビリテーション専門職に参加していただくことで、ケ

アプランの検討の際に、総合事業対象者が有する能力を最大限に引き出すための

方法等について助言をいただいて、地域ケア会議に係る専門職の介護予防ケアマ

ネジメント力も向上を図りたいと考えております。また、生きがいづくりにつき

ましては、高齢者の新たな社会参加へのきっかけと生きがいづくりが介護予防に

つながることを目的として、平成２９年１０月に新たな取り組みとして開始した

介護支援ボランティアポイント制度について、ボランティア活動の場となり、受

入施設の拡大を図るなどの充実を図りたいと考えています。 

 以上です。（「了解です」の声あり） 

○委員長【山田昌紀議員】  ほかに質疑はありませんか。（「なし」の声あ

り）なしと認めて、質疑を終結します。 

 それでは、本案についての意見等をお願いいたします。 

○委員【斉藤裕樹議員】  議案第１４号について、意見を述べます。 

 介護保険制度が生活に定着する中で、高齢者人口の増加により、介護保険サー

ビスを利用する人は、今後さらにふえ、介護保険給付費は確実に増大していくこ
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とが見込まれます。介護保険制度を円滑に運営するためには、限られた財源を効

果的に使用して、真に介護を必要とする利用者に適切なサービスを供給すること

が必要であります。適切な介護サービスの確保は、介護保険制度に対する信頼感

を高めることにつながるため、その取り組みは非常に重要であります。答弁の中

にも、介護予防の推進に当たっては、高齢者の心身機能を高めることのみをめざ

すのではなく、高齢者が地域の中で生きがいを持って生活できるよう、居場所や

役割づくりなどの充実をめざしますとありました。今後を見据えた、充実した介

護予防事業を求めまして、賛成の意見とさせていただきます。 

○委員【宮脇俊彦議員】  議案第１４号について、意見を述べます。 

 第６期は介護保険料が高かったと認めたこと、それから、２５０円の引き下げ

については評価したいと思います。しかし、これが妥当な額かどうかについては、

まだ疑問も残りますが、これについては、私はこういうふうに試算したというの

も言いましたけれども、決算段階で検証することを表明して、賛成いたします。 

○委員【土山由美子議員】  議案第１４号について、賛成の立場で意見を申し

述べます。 

 世帯収入の中央値が下がり続ける中、物価上昇やマクロ経済スライド制度導入

による年金引き下げや下水道料金の改定等の負担増で、市民生活は圧迫されてい

ます。県内伊勢原市のみが基金を取り崩して、伊勢原市第７期介護保険事業計画

における保険料負担を軽減したことは評価できます。 

 以上です。 

○委員【相馬欣行議員】  今、日本は長寿国になっています。長寿国というこ

とは、第１号被保険者がどんどん増加し、その年齢も高くなっていく。逆に言う

と、第２号被保険者、４０歳以上の方は、これから多分少なくなっていく。そう

すると、介護保険自体の構造自体もこれから大きく変わってくる中ではあります

けれども、県のほうで未病、それから、行政も今回、健康寿命等に取り組む中で、

この辺の、いかに現状を維持しながら健康な高齢者をつくっていく。これによっ

て、大きく介護事業自体が変わってくるのだろうなと思っています。今の段階で

いけば、まだまだ増加傾向に歯どめがかかってないという現状の中で、第６期ま

でと違い、財政調整交付金の算定方法の見直しに伴う交付率の増、それから、介

護給付費の取り崩し、所得段階区分の多段階化、料金調整等による抑制措置によ

って、１２段階の全てで昨年比、保険料の減額になった。非常にこれは関係部署

の努力だと思っております。もちろんこれはあくまでも第７期でございますから、

今回基金を崩してしまって、先ほど宮脇委員が言っていた件も含めてですけれど

もね。だから、第８期に対してまたどう変わっていくかというのはわからない部

分もあると思うんですが、今回の中でいえば、基金を取り崩したことによって、

これだけ抑制できたというところはしっかりと評価し、今度、第８期に向けて、

また新たな活動をしていただければよろしいのではないかなと思いますので、引

き続きこの３年間のご努力をお願いし、賛成の意見とさせていただきます。 

○委員【大山学議員】  介護に至らない取り組み、施策が必要なことは、言う
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に及ばないですけれども、今後、高齢化社会を迎えるに当たって、介護が必要な

人が多くなるというのは見込まれることです。よりよい介護を受けながら、反面、

介護保険料をいかに縮減していくかという難しいかじ取りを強いられております。

国においても、本則５％、交付率が５％になるような働きかけを、今後とも強く

要望して、何とかそれを実現するような取り組みをされること、それから、介護

保険料に関しては、今回、減額ということで、非常にここの面に関して賛成でき

ることであります。今後、高齢化社会を迎えるに当たって、市民が安心して暮ら

せるような施策、体制を整えることを要望いたしまして、本議案に対しての賛成

といたします。 

 以上です。 

○委員【中山真由美議員】  それでは、議案第１４号について、私の意見を述

べさせていただきます。 

 本条例の一部改正は、平成３０年度から３２年度までの介護保険料の額の設定、

地域包括ケアシステムの強化のため、介護保険法等の一部改正の法律に伴う一部

改正であります。介護保険料の改定は、３年おきに見直されます。今回は基金を

取り崩し、第６条の改正等については評価できるところであります。介護保険法

の一部改正により、今後、本市の地域包括ケアシステムの構築がより一層具体的

になってまいります。地域と医療、介護の連携をし、安心して住み続けることが

できる適正なシステムの構築が必要と考えます。急速な高齢化により、今後も介

護認定者がふえると予想されます。介護予防や日常生活支援事業においても、介

護保険サービスを利用する皆様の立場に立った、きめ細やかな事業を行っていか

れることを期待して、本議案に対して賛成といたします。 

○委員長【山田昌紀議員】  ほかに発言はありませんか。（「なし」の声あ

り）なしと認めます。 

 これより採決いたします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙

手を求めます。 

 

          〔挙手全員〕 

 

○委員長【山田昌紀議員】  挙手全員。よって、本案は原案のとおり可決決定

いたしました。 
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議  題  議案第１６号 伊勢原市国民健康保険条例の一部を改正する条例

について 

議案第１７号 伊勢原市国民健康保険税条例の一部を改正する条

例について 

結  果  可 決 

○委員長【山田昌紀議員】  次に、「議案第１６号、伊勢原市国民健康保険条

例の一部を改正する条例について」及び「議案第１７号、伊勢原市国民健康保険

税条例の一部を改正する条例について」の議案２件を一括議題といたします。 

 ２件についても、本会議の際、細部にわたって説明がされていますので、直ち

に質疑に入ります。 

○委員【大山学議員】  それでは、議案第１６号、１７号一括ということで質

問をいたします。提案理由の中で、持続可能な医療保険制度を構築するというこ

とで、都道府県と市が共同で国民健康保険を運営するということですけれども、

具体的に県が関与することによるメリットと、デメリットは、どのようなものが

あるのかを質問いたします。さらに、この制度改正に伴って、市の事務の内容と

量に変わりはあるのかを質問いたします。 

 今回、資産割を廃止して、４方式から３方式にしたということで、影響額が５

２００万円、減収分の対応として１０００万円の基金を取り崩して投入しました

けれども、その１０００万円を投入した理由についてお伺いいたします。 

 ４点目、平成３１年度の基金動向の見通しということで、どのように考えてい

るのかを質問いたします。 

 以上です。 

○保険年金課長【細野徹】  それでは、順次、お答えさせていただきます。 

 まず、都道府県が国保事業に関与することのメリット、デメリットについてで

す。メリットについて、都道府県が国保の財政運営の責任主体となり、財政規模

の拡大により県内保険者間の医療費の平準化が行われることから、高額な医療な

どの発生に伴う財政リスクを分散し、急激な保険税負担が回避できることや、保

険給付に対する必要な経費が都道府県から全額保険給付費等、交付金として交付

されることに伴いまして財源不足が解消されるなど、市町村国保の財政運営を安

定化させ、国民健康保険制度が将来にわたって持続可能な制度となることになり

ます。メリットとしては、そういう形になります。 

 デメリットにつきましては、特にないものと考えております。 

 そして、事務の内容につきましては、基本的に制度改革に伴って、ほとんど変

化はございませんので、事務量についての増減等も大きく変わるものはないと考

えています。 

 続きまして、３点目、基金、１０００万円を投入した理由についてです。今回

の税率改正は、資産割の廃止に伴う保険税収の減収が約５２００万円見込まれま

すことから、その減収額を限度に、保険給付費分、課税額に振りかえ、税率を改

正します。その際、資産割が課税されていなかった世帯の保険税負担が過大とな
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らないよう、基金１０００万円を投入し、負担の抑制を図るものです。 

 世帯人員別の構成割合を確認いたしますと、１人世帯から４人世帯までで全世

帯の９８．５％を占めることになります。４人世帯までの保険税の引き上げ幅を

１人当たりの保険給付費の平均伸び率等を勘案しまして、４．３％以内に抑える

というようなことをしたものです。 

 続きまして４点目、平成３１年度以降の基金の動向について、制度改革後の基

金の保有額といたしましては、都道府県が納付する国保事業費納付金額に大きな

変動や税収不足に対応できるよう、国保事業費納付金のほか１億５０００万円程

度が必要であると考えております。しかし、平成３１年度以降の国保事業費納付

金及び保険税収の動向等が不確定なため、現状の基金保有額、平成２９年度末の

保有額につきましては約４億４８００万円となりますけれども、この基金保有額

を２、３年維持し、国保事業費納付金額に大きな変動や税収不足に備えていると

考えております。 

 以上です。 

○委員【大山学議員】  基金についてですけれども、推計では今後１億５００

０万円で賄えるかもしれないけれども、リスクを考えて、今のところは４億４８

００万円をとっておくということでよろしいかと思うんですけれども、その辺の

詳しい説明、また違っていたらお願いしたいんですけれども、じゃ、それが１億

５０００万円になるときには、基金は差額分ではどのような対応をされるのかと

いうことと、それから、この件とは別に、国保事業納付金の今後の見通しについ

てはどのように考えているのかをお伺いいたします。 

○保険年金課長【細野徹】  まず、基金の保有額の１億５０００万円程度とい

うのがありますけれども、その後の精算の内容につきまして、こちらはもちろん

その年度の医療費の動向であったりとか保険税収の動向であったりとかも踏まえ

た中で、実際に必要なものがどのくらいあったのかということになると思います

ので、実際には決算の状況を踏まえた中で、その都度検討していくという形にな

ると思います。 

 続きまして、国保事業費納付金の今後の見通しについて、国保事業費納付金の

推計は、平成３０年度の国保制度改革に伴い創設された国保事業費納付金、こち

らは神奈川県が圏域全体の医療給付費の見込みを立て、市町村ごとの医療費水準

や所得水準などを考慮し、納付金額を決定しているため、毎年度、納付金額が変

わり、市独自で推測することは困難となっております。このため、本市において

は財政推計が立てづらくなるとともに、国保事業費納付金が県から示される時期

も毎年１月初旬であるため、税率改正が間に合わなくなることが想定されます。

そういったことから、平成３１年度以降の国保事業費納付金の対応として、基金

保有額については、平成２９年度末の現状を２、３年維持する必要があると考え

ております。 

 それと、先ほど、事務の内容でメリット、デメリットがあるのかということで

すけれども、１点追加させていただきます。事務量は、基本的には高額療養費の
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領収書の確認というのが今まで必要だった部分があるんですけれども、これが今、

年間で窓口では３５００件ぐらいございます。こういったものにつきましては、

県のほうで定めました国保運営方針により、不要となるということで、事務部分

の内容については事務量的には軽減されるだろうと考えております。 

 以上です。 

○健康づくり担当部長【井上稔】  基金のことでちょっとお話をさせていただ

きます。今回、税率の見直しに当たりまして、国保運営協議会から諮問というこ

とで、大体国保の財政運営を３年程度で見直しなさいということなので、まず、

制度移行なんで、今後の国保事業の事業費納付金とか税収の動向が不確定なため

に、現行の４億４０００万円をもって３年間しましょうと。ただ、３年後にまた

税率等々を見直しますので、そのときについては基金を１億５０００万円まで引

き下げるのか、維持していくのか、そこのところでまた整理がつくと思いますの

で、今の時点では確かなことは言えないという状況です。 

 あと、国保事業費納付金につきましては、神奈川県下の医療費全部と神奈川県

に入ってくる国庫補助金、これらをもとに、あと、各市町村の医療費水準によっ

て各市に振り分けられてきますから、全く動向がつかめないと。ただ、市町村で

今つかめるのは、現行とこれからの医療費を市町村で払っていきますから、医療

費の推計は今後引き続きできる状況です。 

 以上です。 

○委員【大山学議員】  最初のデメリットはという質問の中で、余りデメリッ

トはないということでしたけれども、今お伺いした中では、見込みが立たなくて、

市単独での医療費はわかるけれども、財政運営の推計が難しいということが１つ

デメリットとして出てくるのかなと私は思ったんですけれども、その点に関して

の質問を再度します。 

 それから、３年後をめどに検討するという、これは資料の伊勢原市国民健康保

険税の算定方式及び税率の見直しについての中に入っていますけれども、３年後

の見通しはまだ全然立たないというようなことでよろしいでしょうか。 

○健康づくり担当部長【井上稔】  委員がおっしゃったとおりになります。 

 以上です。 

○委員【宮脇俊彦議員】  では、３点ほど伺わせていただきます。第１６号、

第１７号ですけれども、今回の変更は、ことし４月より都道府県が財政運営の責

任主体となるのに伴う変更と受けとめていますが、デメリットはないということ

でしたが、３点ほどお伺いさせていただきます。 

 保険料が、これは方向性として、各自治体間のばらつきが今あるのは事実のと

おりで、一元化に向けて動くんじゃないかと、それは一気にはやれないので少し

ずつでしょうけれども、そのことについてはどう思われているのか。それから、

法定外繰り入れは、先ほど決算を見てからというけれども、決算を見て入れたり

出したりはだめで、ちゃんと保険者の支援に使うとか明確にしないと、決算で繰

り入れを動かしたりしたら大変なことなんで、この法定外繰り入れを、しかも、
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国はもうなくしていく。伊勢原市の繰り入れは１１億数千万円で、そのうちの法

定外繰り入れは５億３０００万円前後、毎年これは入れていっていますけれども、

こういうことを迫る。ことしはもう大きな影響が出ないように、平成３０年度は

続けていいよと言っているけれども、先のことについてはまだよくわからない点

があるので、これについてはどう考えているんですか。 

 それから、国は収納率の改善が進んだ自治体とか、伊勢原は９２％ぐらいです

けれども、それから、法定外繰り入れを解消した自治体にインセンティブを与え

る、交付金をふやすとしていますが、こういうことについてはどう判断していく

か。 

 以上、３点伺います。 

○保険年金課長【細野徹】  それでは、順次お答えします。 

 まず、保険料を自治体間で一元化を図ると。それと、法定外繰入金の解消を迫

る危険があるのではないかということですけれども、保険料の一元化につきまし

ては、平成３０年度からの国保制度改革では、委員のご指摘のとおり、都道府県

が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業実施など国保運

営の中心的な役割を担い、国民健康保険制度の安定化を図るものであります。基

本的な運営のあり方としては、都道府県が県内統一的な運営方針を示しまして、

市町村の国保運営において事務の効率化、標準化、広域化を推進いたします。 

 平成２９年９月に定められました神奈川県国民健康保険運営方針がこれに当た

りますけれども、この中で統一保険料については各市町村において、法定外繰入

額に大きく差が生じていること、医療費水準に差が生じていることなどから統一

保険料とはしないと。ただし、今後において統一保険料水準とする環境が整った

段階で、別途、県及び県内全市町村で検討を行うと記載されております。 

 また、法定外繰入金につきましては、同じこの方針の中で、決算補塡等を目的

とした法定外繰入金は、本来、国保の被保険者の保険料から賄うべき費用を広く

住民全体から徴収しているものであり、削減すべき費用である。ただし、法定外

繰入金の解消、削減に当たっては、計画的、段階的に行うべきであるとしており

ます。 

 あわせて、決算補塡等を目的とする法定外繰入金の削減に向けた取り組みを進

める際、新たに投入される公費拡充、全国で約１７００億円と言われております

けれども、この活用などを考慮することなども記載されております。 

 本市におきましても、神奈川県国保運営方針及び本市の行財政改革推進計画の

取り組みのもと、一般会計からの、その他繰入金の削減に努めてまいる所存です。 

 続きまして、インセンティブとしての交付金の増加についてお答えをいたしま

す。国における公費拡充として、平成３０年度から保険給付費等交付金の中に、

保険者努力支援分というものが新たに創設されております。この交付金は、市町

村分として全国で３００億円が予定されており、収納率の向上や医療費の分析等

に伴う取り組み、医療費通知の取り組みなどをもとに点数化し、その点数に応じ

て市町村に交付されるものです。本市におきましては、交付金が少しでも多く獲
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得できるよう事業展開を図ってまいります。 

 以上です。 

○委員長【山田昌紀議員】  宮脇委員、簡潔に質疑をお願いします。 

○委員【宮脇俊彦議員】  １番目と２番目については、一体としたものだと。

自治体間に投影はしないということですけれども、先々はそういう危険性を持っ

ているんじゃないかなと危惧しています。法定外繰り入れについては、今、課長

の話で、これは計画的に減らしていくと言っていますが、国保は、いつも言って

いるとおり、被保険者は収入の少ない人が多いので、もともと高いと言われてい

ますが、それは収納率９２％に示されていると思うんですけれども、そのことに

ついて再度、もう一遍回答をお願いしたいと思います。 

 それから、３番目のインセンティブも、やりたいというのはわかりますけれど

も、それをすると、例えば、伊勢原市で言うと、医療機関がいっぱいあって、い

つも医療費が逆に高くなっているということも。それは地域ごとに違いがあるか

ら、それは主権を持ってやる必要が。繰り入れについても最終決定はそれぞれの

自治体だから、主権を発揮するつもりかどうかを伺いたい。今の点、もう１回質

問します。２点。 

○保険年金課長【細野徹】  それでは、まず、今の話の中で、低所得者である

にもかかわらず保険料が高いという認識を持っているということですので、国保

税収、９２％の要因をどう捉えているかということでお答えいたしたいと思いま

す。 

 国民健康保険は、構造的な問題、加入者の年齢が高く医療費が高いこと、低所

得者の加入が多く保険税の負担が重いことはこちらも認識しております。一方、

保険税は、被保険者が安心して医療を受けられる国民健康保険を維持するため必

要かつ貴重な財源であることから、被保険者の所得状況等に応じた一定の保険税

額をご負担いただいていることになります。そして、貴重な財源を確実に確保す

るため、収納課と連携を図り徴収対策に取り組んでいるところであります。この

結果、現年課税分の国保税徴収率は年々改善してきており、平成２５年度の  

８９．８％から平成２８年度では９１．２％に改善してきており、現在、９２％

の徴収率を目標としているところであります。 

 また、この間、保険税負担を抑制するため、法定外繰入金や公費拡充に伴う財

源を投入することなどにより、平成２５年度以降、保険税率を据え置き、あわせ

て低所得者にかかわる軽減判定所得の見直しを行い、平成２６年度から平成２９

年度まで、毎年、保険税軽減対象世帯の拡大を実施し、低所得者の保険税負担の

軽減を図ってきております。引き続き収納率の向上を図るとともに、低所得者等

に配慮した保険税率の設定などに努めてまいります。 

○健康づくり担当部長【井上稔】  法定外繰入金の考え方なんですけれども、

国のほうではインセンティブを与えて法定外繰り入れの削減のほうをしなさいと

言っているんですけれども、これは引き続き市町村の判断に委ねますよというこ

となんで、インセンティブの一つの指標とはなりますけれども、引き続き市町村



 27 

 

 

の判断だということになりますので、伊勢原市としては一遍にこれを削っていき

ますと被保険者の税負担が大変重くなりますので、当分の間は一定の額をやって

いくと考えているところです。 

 以上です。 

○委員長【山田昌紀議員】  宮脇委員、簡潔に質疑をしていただきたい。 

○委員【宮脇俊彦議員】  今、表明がありましたけれども、当面は法定外繰り

入れは維持すると受けとめましたけれども、それでいいかどうかの確認をしたい。

それから、平成３０年度の一般会計から繰り入れを７０００万円減らしておりま

す。もしそれを減らすという、今年度は大きな変更がないようにということで言

っておりますが、資産割を減らす関係で５２００万円の負担を求めているわけで

すが、これをもしやらなければ５２００万円の負担はないことになるし、それか

ら、子育て支援の関係から言うと、以前から言っている子どもの３人目、４人目

の負担なしを実現できると思いますが、そういう検討はしなかったのかどうか伺

いたいと思います。 

 以上２点。 

○健康づくり担当部長【井上稔】  まず、法定外繰入金のことなんですけれど

も、これは市町村の判断で、やむを得ず行っているところでございます。それで、

金額につきましては、一般会計の財政状況等を勘案して、慎重に執行していくと

いうことです。 

 以上です。 

○保険年金課長【細野徹】  繰入金をふやさなければ、新たな公費がもらえる

ということと、子ども世帯の負担をなくしていくことができるんではないかとい

うことでございます。子どもの負担軽減についてお答えいたします。国民健康保

険税のうち均等割額については、所得にかかわらず１人につき平等にご負担をい

ただいているところでございます。このようなことから、加入世帯員が多くなる

ほど、負担していただく保険税が多くなる仕組みでありますことから、低所得者

に対し、７割、５割及び２割軽減制度が設けられております。 

 ５割軽減では、加入者が１人ふえるごとに２７万円、２割軽減では４９万円、

それぞれ軽減対象となる軽減判定所得が拡大する制度となっておりますことから、

市独自に子どもにかかわる均等割額の低減策については考えておりません。現在、

子どもにかかわる均等割額の低減につきましては、全国市長会などから国に対し

要望しており、国においても議論が行われていますことから、今後の国の動向を

注視してまいります。 

 以上です。 

○委員【土山由美子議員】  共通保険料の方向でお聞きしたいんですけれども、

まだならないという方向ではあるんですけれども、それにしても、自治体間で大

変差があって、低所得者にとってとても重い負担量がこんなにも違うんだという

のは、なかなか納得できないという思いが皆さんあると思うんですけれども、そ

れは少しでも、算定方法が県下ではあって、自動的に計算式に入れれば出てくる
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みたいな説明は見ることができるんですけれども、少しでもそれが、もうちょっ

と納得できるような説明というのは今後なされないのかというところをお聞きし

たいと思います。 

○健康づくり担当部長【井上稔】  まず、今回の国保制度改革で保険税率とい

うのが、都道府県から標準保険税率というのが定められますので、それは窓口で、

ご希望があれば、これだけ違いがあるんですよ、ほかの自治体はこのくらいです

という情報提供はできます。あくまでも神奈川県が示している標準保険税率とい

うのは、その他繰入金をゼロベースで考えていますので、いきなりゼロにします

ので、非常に高い税率になっています。ただ、市町村としては、神奈川県に納め

る国保事業費納付金、これはまず確保しなくちゃいけないから、それで、市町村

の被保険者の数とか被保険者の所得状況、それに応じて、これだけ税率を設定す

ればということで税率設定をしていきますので、どこが高いの安いのというのが

見えてこないと。神奈川県としては、全国的にそうなんですけれども、一般会計

繰入金をその他繰入金が解消された時点で、今、広域連合という、７５歳以上の

保険料が一律ですよね。そのようにしていきたいと考えているところなので、当

面は市町村独自でそれぞれを決めるということで、大分出っ込み引っ込みが当分

の間続くということです。 

 以上です。 

○委員【相馬欣行議員】  今の答弁を聞いて、何となく今回の改正が少しずつ

見えてきたかなと感じます。先ほどの入り組んだ話で、財源規模が拡大すると、

高額医療とかそういうところに対応できるという話と、医療費については市町村

が払っていきますよという話ですね。県に行く、なぜこれはメリットが、よくわ

からないんです。今、７５歳、後期高齢者医療をイメージしたんです。これであ

れば、神奈川県全体として動くわけですから、そのメリットって大きいなと思っ

たんですけれども、どうも先ほど来から、市は県に対して納付金だけ納めますよ

ね。その金と医療費の支払いがどうなるかという、そこがつながってないんです

けれども、その辺について説明してもらってよろしいですか。 

○健康づくり担当部長【井上稔】  まず、ここの制度改革で、平成３０年度の

国保の予算を見ていただきますと、大分制度改革に伴って縮小されている。２０

億円近く、１８億円減ってますね。大きな要因というのは、今まで高額な医療費

に対応するため、共同事業として、保険財政共同安定化事業をやっていました。

これは３３保険者が拠出金を国保連合会に出し合って、その拠出金で市町村の医

療費が急に増加しました。財源が足りなくなりました。そのときに、交付率とし

て、その医療費の５４％を控除してくれるんですね。そういう制度があったです。

それが今度、神奈川県が入りますので、自動的に医療費が平準化されてしまうん

ですね。要は、出っ込み引っ込みの医療費があるんですけれども、これを平らに

しちゃいますので、それに対する、今度、保険事業費納付金というのを徴収する

ということで、伊勢原は医療費は高いほうなので、それが平準化されて引き下が

ってきますので大分助かるんじゃないかなと思っているんです。ですから、今回
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の保険税率の改正でも、資産割を廃止しても、その減収分を満額振りかえをしな

くても済んでいる状態です。 

 以上です。 

○委員【相馬欣行議員】  了解をいたしました。その件、何となく、今、見え

てきたところでございます。 

 次の質問として、後期高齢者医療ですと議会としてチェック機能等を果たすの

ですが、今回は県に納付金については、県議会のほうでこれに対する、議会の中

で論議されるということで、それについてはそういう扱いになるということでよ

ろしいでしょうか。 

○健康づくり担当部長【井上稔】  県にも平成３０年度から国保等特別会計が

設置されますので、当然、県議会で議論がされると思います。ただ、納付金につ

きましては機械的に計算がされますので、それを議論されると、これ、高いです

ね、もう少し下げることできないですかと言ったときに、今度、国保事業にかか

わる財政混乱が出てしまうと。平たく言いますと、神奈川県全部の医療費をまず

推計して、国から入ってくる国保、あと、今まで社会保険支払い基金から入って

きた前期高齢者交付金、こういうものを控除して、それを国から出す係数、それ

を入れて機械を自動的に回して、これ、全国一律の計算方法でやりますので、そ

この議論が出てくると、なかなか難しいのかな。 

 ただ、議会で議論するのは、国保制度を維持していくために医療費の削減を市

町村と一緒にやっていきましょうとか、市町村と共同でやっていきますので、県

下統一した事務をどうしていくか、そういう話は議論で俎上に上がってくるので

はないかなと思っております。 

 以上でございます。 

○委員【相馬欣行議員】  ありがとうございます。あと２、３点質問しますけ

れども、先ほどから、保険料の一元化という話、当分先というのは、介護保険料

のイメージみたいなところになるというのは大体どのレベルを見ているのかとい

うところと、それから、今回、１８億円ぐらい、国保保険料の全体が下がってく

るので、残念ながら、今、ずっと右肩上がりで伸びていたものが、今回、１８億

円下がるので、いいほうに向かうかというと、実を言うと使うわけじゃないので、

制度改善によってという分類と、先ほどの医療費の推計、これ、市町村でとれる

となると、今後、我々が医療費についてというか、医療制度自体が右肩上がりで

悪いほうに行っているよね、もっと、これ、改善しなきゃいけないとかという指

標みたいなところはどう考えているのかについてお伺いできればと思います。 

○健康づくり担当部長【井上稔】  まず、医療費の指標といいますか、市町村

がずっと医療費を給付していきますので、従来どおりの伊勢原の１人当たりの医

療費どのくらいかというのとか、年間国民健康保険の医療費がこのくらいかかり

ましたという統計はとれます。ただ、健康事業とかを通じて、医療費削減につな

がったかというのはすぐにあらわれてこないと。今までどおりの指標は捉えるこ

とはできます、医療費の動向ですね。ですから、今回、この事案を審議していた
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だくために、資料２、そこに医療費の集計とか書いてあるんですけれども、そう

いうものは引き続きお示しすることはできます。 

 統一保険料の考え方なんですけれども、これが今のところ、はっきりした、い

つごろというのはわからない。ただ、先ほど申しましたように、一般会計からの

その他繰入金の削減がゼロまではいかないかもしれませんが、ある程度進んだ段

階でなる可能性があります。今回の都道府県化に基づいて、統一保険料を導入し

ている都道府県もございます。 

 以上です。 

○委員【相馬欣行議員】  最後になりますけれども、伊勢原市国民健康保険運

営協議会から税率の見直しについて附帯意見が出ています。１として、丁寧でわ

かりやすい説明に努めること、２として、９０％前後の収納率の向上に努めるこ

と。９０％は一応クリアしていると思いますけれども。３として、医療費の無駄

遣いを減らす医療費適正化対策の実施に努めること。もちろんこれもやっている

と思うんですけれども、それから、先ほどから出ています５番目として、法定外

繰入金の削減について。計画的に削減することが望ましいについて具体的な対応、

これについてお伺いできればと思います。 

○保険年金課長【細野徹】  それでは、税率の見直しに伴う附帯意見の具体的

な対応についてお答えいたします。丁寧でわかりやすい説明に努めることにつき

ましては、市広報紙や市ホームページ、その他の広報手段として自治会回覧を活

用して、市全域に周知する予定です。国民健康保険の被保険者につきましては配

付物を作成し、窓口等で早期に周知いたします。 

 また、納税通知書の発送時につきましては、改正内容を記載した配布物を同封

し、国保加入の全世帯に個別配布いたします。 

 収納率向上に向けての取り組みといたしましては、第四次行財政改革推進計画

における収納率向上に掲げている収納率９０％以上の確保に向け、着実に対応し

てまいります。収納対策といたしましては、現年度の未納者へ滞納するため、電

話による納付案内を行うとともに、納税者の利便性向上のため、コンビニ収納の

継続的な実施、口座振替を推進するため、窓口勧奨や市代行返信はがきによる受

付や国税、県税のＯＢ職員を中心とした効率的な徴収体制の強化、悪質滞納者へ

は、不動産や車、テレビなどの動産を、インターネットを活用した公売などを実

施しています。この結果、平成２５年度の現年課税分の収納率は８９．８％であ

りましたが、平成２８年度は９１．２％まで回復してきております。引き続き収

納率の向上に努めてまいります。 

 次に、医療費の無駄遣いを減らす医療費適正化対策の実施についてお答えいた

します。医療費削減に向けた具体的な取り組みとしては、特定健康診査、特定保

健指導の実施、人間ドック助成事業、レセプト点検、ジェネリック医薬品利用促

進事業、そして、今年度より新たに特定健康診査における血圧、脂質、血糖の検

査結果において治療が必要と思われる高い検査数値であった方が、その後、医療

機関への受診が確認できない方に対し、受診勧奨を行うための重症化予防対策事
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業などを実施し、事業費の適正化に努めるとともに、疾病の重症化予防に取り組

んでまいります。 

 また、市民の健康づくりを推進するため、医療機関との連携による医療講座や

各種教室の開催、健康バスによる測定会を通じた生活習慣病の予防のほか、がん

の早期発見、早期治療につなげるがん検診受診率の向上に取り組んでまいります。 

 次に、法定外繰入金の削減について、計画的に削減することが望ましいことに

ついてお答えいたします。特別会計は原則として独立採算制をとっておりますが、

国民健康保険の構造的な問題、年金生活者などの低所得者が多いことなどから、

必要な財源を賄うことができないため、市町村の判断により、やむを得ず一般会

計からの法定繰入金として、その他繰入金を行っているところです。今回の制度

改正の一つの目的として、法定外繰入金の削減を図ることが盛り込まれているこ

とや一般会計の財政状況が厳しいことなどから、法定外繰入金の削減の必要性は

認識しております。制度改革に伴う、公費拡充に伴う財源の活用及び収納率の向

上などにより、一般会計からの法定外繰入金の削減に努め、今後も法定外繰入金

の縮小につきましては、一般会計や各会計の財政状況などを見きわめながら慎重

に行ってまいります。 

 以上です。（「了解」の声あり） 

○委員長【山田昌紀議員】  ほかに質疑ありませんか。（「なし」の声あり）

なしと認めて、質疑を終結いたします。 

 それでは、２件についての意見等をお願いいたします。 

○委員【斉藤裕樹議員】  議案第１６号、第１７号について意見を述べます。

国民健康保険は、被用者保険等に属さない全ての人が加入し、生活の基盤的役割

を果たしてきたところですが、急速な高齢化の進展や低所得者の増加、他の制度

と比べ被保険者の年齢構成が高いこと、所得に占める保険料負担が重いなどとい

った構造的な問題を多く抱えています。国保の運営のあり方を見直すことを初め

とした法改正も行われましたが、給付の平等、負担の平等の実現が不可欠であり、

また、新制度の円滑な運営を行うためには、県と市が一体となって取り組む必要

があります。制度の安定した財政運営のためにも、賛成の意見とさせていただき

ます。 

○委員【宮脇俊彦議員】  では、まず、議案第１６号について意見を述べさせ

ていただきます。 

 今回の制度変更は、都道府県が財政運営の責任主体となることに伴う変更と受

けとめていますが、単なる制度変更ではありません。保険料の自治体間に一元化

を図る、法定外繰り入れの解消を迫る、国は収納率改善が進んだ自治体や法定外

繰り入れ解消を行った自治体にインセンティブとして交付金をふやすなど、国の

政策への協力を地方自治体に迫る問題を含んでいます。市民に重い負担となって

いる国保問題解決に必要なことは、国庫補助負担金を大幅に増額すること、都道

府県に対しては、保険料抑制のための独自繰り入れを行うことこそ必要ではない

でしょうか。こうした観点から、今回の一部改正には反対を表明します。 
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 続いて、議案第１７号についても述べさせていただきます。国保は被保険者の

多くが低所得者であるにもかかわらず保険料が高い。これは市も認めるとおりの

状況に置かれています。その主要な要因は、国が本来費用の半分負担すべきもの

を３０％台に引き下げてきたからです。この根本原因の解消に向けて解決方法、

方向を示すことなく、さらに市民負担をふやすことは、この国保制度が逆に市民

の暮らしを立ち行かなくする危険性も持つものになります。平成３０年度の一般

会計からの繰入金を７０００万円減らしましたが、これを減らさなければ値上げ

はしなくて済むし、子ども３、４人目負担についての道が開けると考えます。こ

うした施策こそ必要ではないでしょうか。こうした立場から、議案第１７号、国

保条例の一部改正には反対します。 

○委員【土山由美子議員】  それでは、議案第１６号について、保険税につい

ては自治体間の差があり、納得しかねる部分があることは否めません。標準的な

算定方法が県下で明確化されるようになり、納得できる理解が進むことが求めら

れます。 

 また、伊勢原市だけに残されていた資産割が廃止となることについては、国保

事務の広域的な運営が契機となったのかと考えます。また、県が保険者となるこ

とで補塡されるなど、市財政の負担軽減となったことは好ましいことであったと

考えます。 

 続いて議案第１７号ですけれども、平成３０年度から実施される国保改革は、

赤字構造の解消、公費拡充、都道府県が保険者となることによる安定的な財政運

営が目的とされています。平成３０年度からの国保については、毎年約３４００

億円の財政支援が拡充されるとのことですが、財政支援がされても、なお不足す

る保険給付費等については、財政安定化基金を創設して対応することとなったよ

うですが、法定外繰入金の原則廃止の方針が打ち出されています。 

 また、平成３０年度から財政支援される１７００億円のうち７００億円から８

００億円については、新たに創設される保険者努力支援制度によって分配される

ことが示されています。保険者努力支援制度とは、医療費の適正化、保険料収納

率の向上など、指標に取り組んで評価を得ることでポイントを獲得し、そのポイ

ントに応じた財政支援を受けることができる仕組みですが、保険料の算定につい

ては、市町村ごとに医療費、国庫、県費を推計し、保険料が決定されていますが、

今後は保険料必要額は都道府県から納付金という形で提示されているとのことで

す。充足される方向であることがきょう確認できました。保険者努力制度で評価

を受けることとなっても、これまでの努力は評価に値すると考えるのであれば、

財政基盤の安定化がますます進むと考えるというところで賛成です。 

○委員【相馬欣行議員】  私からも、議案第１６号、議案第１７号について賛

成の意見を述べさせていただきます。国保事業自体、国民にとってなくてはなら

ない制度であることも間違いないわけであります。それを安定的にするために、

今回、県というところが入ってきて、その事業の拡大によって安定的に進めてい

く、こんなところが今回の改定の理由ですので、これも絶対やっていかなきゃい
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けないでしょうし、先ほど来出ていますように、その先をめざして、最終的なと

ころまでめざして、いろんな改革を進めていかないと、最終的に破綻し、その分

をまた国民に押しつけてくる可能性がありますから、そういった面では、しっか

りと改革をめざしてもらいたいと思っております。 

 ただ、今回の改正の中身でも、きょうの議論でもいろいろ話がされていました。

具体的に４方式を３方式にというところ、例えば、市の広報に載せても、市民に

はその内容がどう変わっているかって、なかなか難しいんではないかなと思いま

す。それから、応益割、応能割、その辺も変えましたとか書いても、それが何な

んだというのが市民にわかるように、しっかりそれは自分たちにとってメリット

なんだ。先ほど言ったように、５，２００万円というか、負担しなくていいんだ

とか、そういうところをしっかり出していかないと、単純にこのまま書いても理

解が進まないんじゃないか。何を変えたかわからない。それだと、やっぱりよく

ないんだろうと思いますので、国保の安定のために今回改定しますので、その辺

はしっかりと市民の皆さんに理解していただくような紙面構成にしていただいて、

ぜひ進めていただければと思います。 

 以上です。 

○委員【大山学議員】  高齢化による医療費の増、それから、医療費の高度化

による医療費の増というのが国保運営の重大な課題となっております。それに今

回、県が関与するということで、スケールメリット、平準化、リスクの分散とい

うことで第一歩は示されたのかなと思っております。その中で、国民健康保険の

公平な税負担と低所得者に対する負担増に配慮することが重要な課題です。伊勢

原市で最後まで残っていた資産割を今回廃止することは評価できるものでありま

す。今後、安定した国保運営に寄与する第一歩ということで、この条例改正を位

置づけておりますので、今後とも国民生活に国民健康保険は非常に大きなウエー

トを占めて、これが世界に冠たる日本の医療制度だと思っておりますので、安定

的な運営をめざして今後とも取り組んでいただきたいということを要望いたしま

して、本議案、２条例に関する改正に賛成の意見といたします。 

 以上です。 

○委員【中山真由美議員】  それでは、議案第１６号、議案第１７号について

私の意見を述べさせていただきます。本条例の一部改正は、国民健康保険法等の

一部改正の法律が成立し、平成３０年度から、都道府県は市町村とともに共同で

国民健康保険等を運営することや、財政運営の責任主体となるなどに伴う一部改

正であります。国民健康保険条例の一部改正により医療保険制度を持続可能なも

のに構築するため、今後、医療保険は市町村とともに共同で国民健康保険を運営

してまいります。このことにより、低所得者への配慮や事務手続等については引

き続き同様に行われるとのことですが、加入者には丁寧な説明が必要と考えます。 

 国民健康保険法等の一部改正については、少子高齢化等により加入者の減少が

予想される中、財政基盤の強化による負担増の回避、持続可能な構造の整備等が

行われることになっております。本市と県で本条例の一部改正により、さらに連
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携を強化し、安定した国民健康保険等が運営されることを期待して、本議案に対

して賛成といたします。 

○委員長【山田昌紀議員】  ほかに意見はありませんか。（「なし」の声あ

り）なしと認めます。 

 これより１議案ごとに採決いたします。 

 まず、議案第１６号 伊勢原市国民健康保険条例の一部を改正する条例につい

ては、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

          〔挙手多数〕 

 

○委員長【山田昌紀議員】  挙手多数。よって、本件は原案どおり可決決定い

たしました。 

 次に、議案第１７号 伊勢原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につ

いては、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

          〔挙手多数〕 

 

○委員長【山田昌紀議員】  挙手多数。よって、本件は原案のとおり可決決定

いたしました。 

 以上で、議案第７号、議案第１４号、議案第１６号及び議案第１７号について

の審査は終了いたしました。宍戸副市長並びに執行者の皆様、ご苦労さまでした。 

 ここで暫時休憩いたします。 

午後３時５３分   休憩 

 

午後４時１０分   再開 
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○委員長【山田昌紀議員】  再開いたします。 

議  題  陳情第１号 年金支給日を毎月払いに改めることを国に求める陳

情 

結  果  不 採 択 

○委員長【山田昌紀議員】  次に、「陳情第１号、年金支給日を毎月払いに改

めることを国に求める陳情」を議題といたします。 

 本件についての各市の状況、本市の状況等については配付した資料のとおりで

す。 

 それでは、本件についての意見等をお願いします。 

○委員【斉藤裕樹議員】  陳情第１号について意見を述べます。国民年金は、

社会全体で支え合う公的な制度です。現役時代に被保険者として加入して、月々

の保険料を納めることにより、将来、自分自身の年金を生涯にわたって受け取る

ことができます。現在、その保険料が年金を受けている高齢者世代の生活を支え

ています。 

 会社員時代は、２５日などの給料支払日が毎月到来することは当たり前の生活

サイクルでした。毎月１回収入があるということを前提に収支の予定を立ててい

たと思います。給料日までの数日、ぎりぎりでやり繰りをしていたということも

あったことでしょう。 

 年金生活では、２カ月に１回収入があるということで、まとまった金額が入金

されることになりますし、次の年金収入があるまでの期間、公共料金等の引き落

としも２回あります。感覚が大きくずれてしまうことになるはずです。年金振り

込みの直前数週間はお金がないということになるかもしれません。 

 その意味で本陳情には理解をするところですが、しかし、１カ月、２カ月の違

いはあっても、一定のサイクルでお金のやり繰りをすることができなければ、お

金が足りなくなること自体は同じことであります。年金収入は２カ月に一度のサ

イクルになれ、２カ月単位の出費を考えることが重要であり、本陳情については

不採択といたしたいと思います。 

○委員【宮脇俊彦議員】  陳情第１号について意見を述べさせていただきます。 

 日本の生活習慣は、給与、生活保護費にしても毎月支給され、その収入をもと

に支出を計画的に行うことが生活習慣となっています。 

 厚生労働省も、「欧米では毎月支給されている。改善による手数料の増加はあ

るが、国際標準をめざしたい」と回答しているとのことです。本陳情にあるとお

り、支給を毎月支給に早急に改善すべきと考え、本陳情は採択すべきと考えます。 

 以上です。 

○委員【土山由美子議員】  陳情第１号について意見を述べます。 

 生活するには決して十分な額ではない老齢基礎年金ですが、マクロ経済スライ

ド制度の導入が決定しました。他方、年金支給資格期間は２５年から１０年に短

縮し、無年金になる可能性が改善しました。しかし、２カ月に一度の支給は、後

の月のやり繰りが厳しいと思われます。 
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 児童扶養手当の支給回数は、現在、年３回であるのが６回に見直す動きがあり、

２０１９年度にも開始される可能性があります。やはり、支給月と支給がない月

では、管理や計画のやりにくさがあることは容易に想像できます。給与取得にお

いては毎月の支給であることが一般的であり、週給の場合はさらに好ましいと言

えます。生活を送る上で、多くの人にとって円滑であるからこそ定着してきたは

ずの毎月支給が、なぜかなわないのか、納得できる理由はありません。毎月支給

にかかる経費が莫大であるとの指摘は、年金生活者の人権や生活の円滑化、生活

の質を軽視するものです。陳情第１号には賛成いたします。 

○委員【相馬欣行議員】  私のほうからも、陳情に対し意見を述べさせていた

だきます。 

 陳情趣旨の中で、一部の人を除き生活するには十分でないこと、後半月に突発

的病気やお見舞いに支障を来している、国際基準並みに改めるべきであるという

ような理由でございます。ご存じのとおり、少子高齢化社会の中、労働人口が減

少し、年金自給者を支える側が先細りしている現在、年金を増額するためには、

被保険者の積立金をふやすための保険料の増額か、欧米のように、消費税の大幅

増税による社会保障費を見出すのかしかありません。いずれにしても、財源がな

ければ対応することは難しく、仮にともに実行したならば、現在の生活に大変大

きな影響をもたらすことにつながりますから、現実的に難しいと言えます。 

 また、年金特別会計で管理する積立金が、現在、管理運用法人により市場運用

されていることでの不安定要素が加わる中に、年金機構の手間をふやすことでの

人件費や手数料の増加につながる施策を進めることになります。 

 陳情趣旨の最後の部分でも、「高齢者・若い世代に安心できる年金制度の充

実」と訴える部分は理解し、全くそのとおりだと考えます。今、私たちが考えな

くてはならないことは、超少子高齢社会の中で、老後の命をつなぐ年金制度をど

う維持向上していくかだと考えます。年金を取り巻く問題は、消えた年金問題や

未払いの問題など多くの課題が表面化してきています。支給年齢も、６０歳から

段階的に６５歳、さらに延長の論議もされています。しかし、この問題が財源問

題から端を発しているならば、制度の方向性を見失っていると言えると考えます。 

 日本人の平均寿命が飛躍的に改善している中、県、市町村で健康寿命の延伸に

努めることで、元気に働ける間は年金延長論もあるかもしれません。基本は、老

後生活を安心して、楽しい生活を送っていただくことこその仕組みだと考えます。 

 るる申し上げましたが、日本社会の仕組みが１カ月単位で成り立っている部分

や国際水準は理解しますが、行政単位で見れば、上下水道料金の２カ月徴収など、

過去の経緯を今に残している部分もあります。今、システム改修等に多額の予算

を投入し、公的年金の月払いに改めることについては反対の意見とさせていただ

きます。 

 以上です。 

○委員【大山学議員】  それでは、陳情第１号について意見を述べます。 

 公的年金制度とは、世代を超えて支え合うことで、その時々の経済や社会の状
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況に応じた給付を実現することで、予測ができない将来のリスクに対し、社会全

体であらかじめ備え、生涯を通じた保障を実現するためのものです。 

 本陳情は、公的年金の支払いを月払いにしてほしいとの趣旨の陳情ですが、確

かに月払いにすると、日々の生活費等のやり繰りがしやすくなるというメリット

があると思いますが、家計を計画的に管理運営していれば、それが２カ月に１回

でも問題ないと考えるところであります。 

 さらに、毎月支給にすることによって、振り込みにかかわる事務量、手数料等

の増大が予測されるわけで、費用対効果を考慮すると現実的なものとは言えませ

ん。よって、本陳情は不採択とすべきものと意見を述べます。 

 以上です。 

○委員【中山真由美議員】  陳情第１号について意見を述べさせていただきま

す。 

 国民年金制度は、昭和３６年創設後、約５７年が経過しております。平成２年

２月に法律が改正され、それまで３カ月に１回だった支給が隔月になりました。

現在、人口減少や少子高齢化が課題となっており、その対策として、国は年金受

給者の資格を２５年から１０年に短縮する制度改正等を行いました。しかしなが

ら、年金だけで生活をされている方など生活困窮者がふえている実態があること

は承知しております。 

 実際、毎月支給にした場合は、関係機関の事務負担やシステム改修等が必要で

あり、数十億円規模の振込手数料が２倍にふえる等、経費が増大すると予測して

おります。現在、２カ月支給で計画的に生活を営んでいる方もいることから、広

くお声を聞くことが必要と考えます。また、厚生労働省は年金の毎月支給は国際

基準をめざしたいと回答しており、国として年金を持続可能な制度にしていくた

め財源を確保し、計画的に進めることなど対策をしており、その動向を注視する

必要があると考えます。 

 このような理由から、本陳情は不採択といたします。 

○委員長【山田昌紀議員】  ほかに発言はありませんか。（「なし」の声あ

り）なしと認めます。 

 これより採決いたします。なお、採択に賛成でない方は不採択とみなします。 

 本件を採択することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

          〔挙手少数〕 

 

○委員長【山田昌紀議員】  挙手少数。よって、本件は不採択とすることに決

定いたしました。 
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議  題  陳情第２号 家庭教育支援法の制定を求める意見書提出に関する

陳情 

結  果  不 採 択 

○委員長【山田昌紀議員】  次に、「陳情第２号、家庭教育支援法の制定を求

める意見書提出に関する陳情」を議題といたします。 

 本件についての各市の状況、本市の状況等については配付した資料のとおりで

す。 

 それでは、本件についての意見等をお願いいたします。 

○委員【斉藤裕樹議員】  陳情第２号について意見を述べます。 

 陳情の理由にもあるように、核家族化や地域社会のつながりの希薄化等を背景

として、子育ての悩みや不安を抱えたまま保護者が孤立してしまうなど、家庭教

育が困難な状況が指摘されています。 

 家庭教育は全ての教育の出発点であり、家庭に教育の基盤をしっかり築くこと

があらゆる教育の基盤となります。しかし、家族構成の変化や地域における人間

関係の希薄化の影響を受け、家庭教育に関して身近に相談できる相手を見つける

ことが難しいというような孤立の傾向があります。同時に、家庭教育において学

校教育の前段階としての役割を果たすことが求められるなど、家庭教育への期待

は高い状況にあります。 

 家庭教育支援に関しては、国においてさまざまな角度から検討を重ねていると

ころであり、全ての家庭の家庭教育に対する応援として、幅広い展開と同時に困

難を抱えた家庭のそれぞれの個別の事情に寄り添う支援が求められていることか

ら、今後も国の動向を注視すべきであり、本陳情は不採択としたいと思います。 

○委員【宮脇俊彦議員】  それでは、陳情第２号について意見を述べさせてい

ただきます。 

 本陳情は、家庭教育支援法の制定を求めています。しかし、家庭教育支援法の

推進方策に示されている内容には、以下の点が抜けているのではないでしょうか。 

 まず、なぜ家庭教育支援法が必要となっているかです。現在、子どもを育てる

親の世代にとって、労働環境が非常に過酷な状況になっていることです。月１０

０時間を超える残業が労働契約上可能になっている、若者の半数近くが非正規労

働になっている、非正規労働者の年間給与は正規労働の６０％ぐらいにしかなら

ない給与格差、女性と男性の給与格差、ひとり親家庭の貧困問題、こうした問題

こそ抜本的に解決が迫られているのではないでしょうか。残念ながら、こうした

問題には本家庭教育支援法は触れていません。こうした問題を避けて、家庭教育

支援だけを行っても解決につながらないのではないでしょうか。掲げた問題を総

合的に解決する方策こそ緊急に求められていると判断します。よって、本陳情は

不採択とすべきと考えます。 

○委員【土山由美子議員】  陳情第２号について意見を述べさせていただきま

す。 

 陳情理由にあるように、核家族の進行、地域社会のきずなの希薄化などにより、
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子どもを育てる保護者が十分な情報が得られないことや、経験不足により子育て

に悩む状況に陥りやすいことは理解します。また、家庭の教育について支援が必

要なことも実感しているところです。子育て中の若い家庭に対する応援体制も、

さまざまな受け皿を用意して、多様なニーズに対応できることが望まれます。 

 しかし、家庭を社会と国の基本単位とする視点や倫理を掲げることには少々抵

抗があります。人は自由な生き方や働き方に挑む中で、さまざまな規律やあるべ

き姿を学んでいくという、型にはめない選択肢もあるはずです。見える形に導く

やり方だけでは、現在の多種多様な価値観には合致しないのではないでしょうか。 

 今求められるのは、相談機能の充実や多様な居場所づくりのような自発性を重

視した中で醸成される緩やかな支援ではないでしょうか。法や形があることも大

切ですが、生活の中で主体的に選択しつつ、自己形成していくことが自己を強く

していくことにもなり得ると考えます。陳情第２号は反対といたします。 

○委員【相馬欣行議員】  私のほうからも、陳情第２号について意見を述べさ

せていただきます。 

 本陳情は、若い親の出産や育児に対し、社会関係からの希薄化や核家族化、地

域とのきずなの希薄化から来る孤立から、次世代の担い手である子どもたちの育

成を含め、国の骨格となる家庭教育への支援体制を求めるものとなっています。

ＰＨＰ親学研究会から出発された『「親学の教科書」―親が育つ 子どもが育つ

－』でも同様の教育の必要性を説いています。 

 親学の必要性については、１つ目に、子どもの心の問題として、神戸少年連続

殺人事件を初め、子どもたちに起因したさまざまな事件の発生や、いじめや不登

校、自殺、家庭内暴力、キレる言動など表面化し、子どもたちの心の荒廃が大き

な社会問題となっています。子どもたちの心の変化について、我慢できない、コ

ミュニケーション能力が乏しい、無気力、無責任な子どもの増加に対し適切な対

応の必要性を訴えています。 

 ２つ目に、生活習慣の乱れとして、大人の夜型化による深夜までの夜更かしや

ゲーム、インターネットへののめり込みによる脳波の異常、バーチャルと現実の

区別ができない、朝食を抜く食生活の変化によって、栄養バランスの乱れやいら

いらの原因につながっています。基本的生活習慣や生活リズムの乱れが、子ども

の問題行動や社会的不適応の誘因になっていることを親が認識する必要がありま

す。 

 ３つ目に、親の教育力の低下として、核家族化、少子化、都市化の進展、高度

情報社会や社会全体の規範の低下など、親と子を取り巻く環境変化による家庭や

親による教育力の低下につながっています。確かに、過保護、甘やかせ、干渉し

ない親、テレビ、雑誌、パソコン等の影響は現実に遭遇している実態があります。 

 ４つ目に、家庭と地域の役割の低下として、家庭には子どもの養護と教育の役

割があります。養護には、心と体の健康を守り安心感を育む、子どもをしっかり

抱きしめ、子どもの存在を受けとめる、教育は社会的生活を営める自立した存在

に向けたしつけや、子どもの能力を最大限生かし、生きていける援助をする、他
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律から自律につなげ、社会での自立をめざしていきます。現代社会の中で、子ど

ものコミュニケーションが減り、個室やテレビ、インターネット、テレビゲーム

が与えられ、子どもとの接する、手間をかける時間が減少しています。 

 地域でも塾、習い事、遊びの質の変化、伝統行事の衰退、犯罪抑止から来る声

かけの難しさなど加わり、地域的かかわりが失われています。このような意味か

ら、陳情理由に記載している課題全てが当てはまる内容ではないでしょうか。 

 しかし、この課題自体は、現代社会が追い求めてきた世界先進国としての地位

や権力、強い経済力、豊かな社会保障、人間としての豊かさや幸せを求めてきた

結果、なおざりにされてきた部分でもあると考えます。大切なことは、大人一人

一人が、１、心を育む行動をしてきたか、２、基本的生活習慣や生活リズムを守

ってきたか、３、教育を優先した家庭環境を整えてきたのか、４、保護と教育の

役割を果たし、地域での集団的かかわりを醸成してきたのか、しっかり心に問い、

振り返ることこそ大切なのではないでしょうか。その意思を酌んだ内容が教育基

本法第１０条の内容と受けとめます。また、この案件については既に国会でも論

議されていることから、国会論議を注視することが大切と考えます。 

 以上述べた理由により、本陳情に対し反対の意見といたします。 

○委員【大山学議員】  それでは、陳情第２号について意見を述べます。 

 核家族化や地域社会のつながりの希薄化等を背景にして、子育ての悩みや不安

を抱えたまま保護者が孤立してしまうなど、家庭教育が困難な現状が指摘されて

います。そのような中で、日本の未来を担う子どもたちが健全で健やかに育つよ

うにするためには、家庭教育の支援が重要なことであると考えます。家庭教育支

援には、地域の多様な主体、学校、家庭、地域がかかわり、それぞれ役割分担に

おいて課題を解決するために福祉分野を初めとした教育以外の部門との連携が求

められます。 

 文部科学省において、平成２８年度、家庭教育支援の推進方策に関する検討委

員会を立ち上げ、家庭教育支援法を検討し、策定して、法案の提出を予定してい

るところでもあります。本陳情の趣旨は非常に理解するところでありますが、国

の動向を注視すべきものとして、不採択したいと考えます。 

 以上です。 

○委員【中山真由美議員】  陳情第２号について意見を述べさせていただきま

す。 

 近年、核家族化により家族がともに過ごす時間が短くなり、また、地域社会の

つながりの希薄化が進み、保護者が育児等に不安を抱き、子育てに自信が持てな

い等の相談がふえています。現在、少しずつ子育てを社会全体で応援しようとす

る考えが広がり、さまざまな取り組みが進んでまいりました。しかし、子育てを

応援する取り組みの担い手不足等が課題となっており、なかなか早期に課題が解

消されない実態があることは承知しております。その対策として、国は家庭教育

支援法による子育てを応援する仕組みづくりを検討しております。国として、家

庭教育支援を計画的に進めることなど対策をしており、その動向を注視する必要
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があると考えます。このような理由から、本陳情は不採択といたします。 

○委員長【山田昌紀議員】  ほかに発言はありませんか。（「なし」の声あ

り）なしと認めます。 

 これより採決いたします。なお、採択に賛成でない方は不採択とみなします。 

 本件を採択することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

          〔挙手なし〕 

 

○委員長【山田昌紀議員】  挙手なし。よって、本件は不採択とすることに決

定いたしました。 

 以上で、本委員会に付託されました案件の審査は全て終了いたしました。 

 なお、委員長報告の作成については、正副委員長にご一任願いたいと思います

が、ご異議ありませんか。 

 

          （「異議なし」の声あり） 

 

○委員長【山田昌紀議員】  ご異議ありませんので、正副委員長で作成の上、

本会議に報告いたします。 

 以上をもちまして、教育福祉常任委員会を閉会いたします。 

 

 

午後４時３３分 閉会 
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